
第四次宮崎市総合計画（後期基本計画）政策評価シート

A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

1
課題解決に向けた
地域自治区単位で
の事業数

380事業 400事業 442事業 400事業 順調

事業数を増やすこと
を目的とする方針か
ら、地域にとって真
に必要な事業を取捨
選択して継続してい
く方針へと変わりつ
つあり、事業の整理
が進められている。

・地域協議会連絡会議と地域ま
ちづくり推進委員会連絡会を2回
ずつ開催し、課題や取り組み状
況について情報交換等を行っ
た。
・地域自治区ごとに「地域魅力
発信プラン」実現に向けた新た
な取組を支援する「地域のお宝
発掘・発展・発信事業」を構築
した。

・「地域のお宝事業」の展
開に合わせ、交付金事業も
発信プランに沿った展開と
なるような見直しが必要。

・各地域自治区で「地域のお
宝事業」が展開されていく中
で、発信プラン実現に有効な
事業立案と実施がなされるよ
う、地域自治区事務所と連携
してサポートしていく。
・「地域のお宝事業」の展開
に合わせ、活動交付金の使途
のルール適正化に向けた検討
を行う。

地域コミュ
ニティ課

2

「地域住民による
コミュニティ活動
の支援」に満足し
ている市民の割合
（市民意識調査）

34.8% 39.0% 40.2% 42.0% 順調
目標値を達成してい
る。

・地域まちづくり推進体制につ
いては、28年度から6地域事務所
に地域調整担当を配置し、大
宮・檍のまち推の運営費補助の
増額を行うこととした。

・地域まちづくり推進体制
確立に向け、地域調整担当
配置とまち推事務局支援強
化に引き続き取り組みが必
要。
・赤江地域自治区分割に伴
い、両地域協議会の運営と
発信プラン策定が円滑に行
われるようサポートが必
要。

・地域まちづくり推進体制に
ついては、補助金増額を行っ
た大宮と檍をモデル地区とし
て、体制確立を図る。また、
地域調整担当未配置の5事務所
への円滑な配置に努める。

地域コミュ
ニティ課

3
地域まちづくり推
進委員会の構成員
数

2,057人 2,360人
2,181人

(H27.5月現在)
2,530人

順調ではな
い

担い手が固定化して
きており、新たなま
ちづくり活動への参
画者は横ばい状態と
なっている。

・まち推連絡会において、人材
育成に関する意見交換を行うと
ともに、ボランティアセンター
などの地域での先進的な取組状
況等について周知した。
・ＮＰＯなど多様な主体との連
携を図るため、5つの地域におい
てまちづくりワークショップを
開催し、意見交換を行った。
・28年度当初予算において、ま
ちづくりリーダーの人材育成を
目的とした「宮崎まちびと大学
校」を新規事業として立案し
た。

・地域まちづくり活動にお
いて、関係者の固定化・担
い手不足が課題となってい
る地域が多い。
・地域の次世代リーダーと
して期待されるPTAやNPO関
係者の地域まちづくり活動
への参画が望まれる。

・地域まちづくり活動に参加
する「きっかけ」づくりに取
り組んでいくとともに、地域
まちづくり活動に取り組む人
材のスキルアップにつながる
ような手法について検討して
いく。
・PTAやNPOとの連携を推進し
ながら、地域で活躍する人材
の更なる確保に努める。
・「宮崎まちびと大学校」に
おいて、地域まちづくりを推
進するリーダー育成に資する
カリキュラムを実施するとと
もに、受講後の活躍の場の可
能性が広がるような検討を行
う。

地域コミュ
ニティ課

4
宮崎市民活動セン
ター登録団体数

899団体 960団体 961団体 990団体 順調
目標値を達成してい
る。

・市民活動センターと地域コ
ミュニティ課で定期的に協議を
行った。
・市民活動センター発行の情報
紙やＨＰによる定期的な情報発
信により周知を行った。

・市民活動団体の高齢化に
伴う解散
・地域で活動する市民活動
団体への周知が行き届いて
いない。

・広い世代の市民活動団体の
育成を図るための講座開催を
検討する。
・地域との意見交換会の場で
市民活動センターへの登録を
よびかける。
・新たな登録団体を獲得でき
るよう周知方法を検討する。

地域コミュ
ニティ課

5
協働で行われてい
る事業の数

259事業 280事業 309事業 290事業 順調
目標値を達成してい
る。

・協働推進員研修としてシンポ
ジウムに参加し、資質の向上が
図られた。

・協働の相手方の固定化、
人材不足

・まちづくりのリーダー等の
人材育成を図る。

地域コミュ
ニティ課

重点目標１－２
　効率的で信頼
される行政経営

個別目標１－２－
１
　効率的で信頼さ
れる行政運営が行
われている

6
行財政改革による
節減（効果）額

31億円
（H22～H23）

行財政改革大
綱で定める
(30億円以上)

－
行財政改革大
綱で定める
(50億円以上)

－

中間年度実績値は
H28.8末に確定予定だ
がH25～27の節減効果
額目標は30億円以上
と定めており、すで
にH25、26の2年間で
42億円の節減効果を
得ているため。

・ごみ収集や道路補修、学校給
食など、民間事業者を活用しな
がら効率的な行政運営に取り組
んだ。
・健全財政の確立を推進するた
め、工事コストやライフサイク
ルコストの改善等を行った。

中間年度目標値は達成済み
であるが、更なる行財政改
革を推進し、効率的で信頼
される行政運営の実現に取
り組む必要がある。

効率的で信頼される行政運営
のため、平成２８年４月に策
定した第７次宮崎市行財政改
革大綱改訂版の実施項目に積
極的に取り組み、更なる行財
政改革の推進を図る。

人事課

基本目標１
　市民が主
体となった
まちづくり
と効率的で
信頼される
行財政運営

重点目標１－１
　市民が主体の
住民自治のまち

個別目標１－１－
１
　市民が地域自治
に参加し、住民主
体のまちづくりが
行われている

個別目標１－１－
２
　市民との協働に
よるまちづくりが
実践されている

資料４－２
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

7
職員数（定員適正
化計画）

2,599人
（H24.4）

定員適正化計
画で定める
(2,521人)

2,507人
定員適正化計
画で定める

(2,491人以下)
順調

平成25年4月から平成
28年4月までを計画期
間とする第六次定員
適正化計画におい
て、職員数を59人削
減し2,503人とする計
画であったところ、
平成28年4月現在では
2,484人となってお
り、順調に定員の適
正化が進んでいる。

外部委託の推進や、公の施設へ
の指定管理者制度の導入、組織
体制の簡素化などに取り組み、
計画を上回る効果を得た。

職員の減員目標値は順調に
達成してきているが、新た
な行政課題への対応や、職
員のワークライフバランス
にも配慮した人員体制の構
築が必要である。

平成28年度と平成29年度を計
画期間とした第七次定員適正
化計画に基づき、外部委託の
推進等による機能的で効率的
な事務執行体制の確保を主眼
に置きつつ、新たな行政課題
の増大や、職員の勤務の状況
を踏まえ、計画人員を上回ら
ない水準で適正な定員管理に
努める。

人事課

8
公共施設の維持管
理適正化計画策定
の進捗率

0% 30% 30% 100% 順調

施設評価において継
続して保有すること
が決まった施設につ
いて本計画を作成。
（約1000施設を3ヶ年
で評価）

・対象となる施設について、品
質・供給・財務の視点から施設
所管課が計画を立案し、ヒアリ
ングを経て計画を確定する。
・計画の進捗管理を行いなが
ら、次の施設評価に活用する。

・各課の立案した計画内容
のレベルが統一されていな
いため、単なる経費削減の
みの計画が見受けられる。

・公共施設のサービス向上と
効率化の観点から、計画を策
定するように施設評価の実務
説明会等を活用しながら各課
への周知を図る。

財政課

9 市債残高

2,085億円
（普通会計
ベース・H23

末）

中期財政計画
で定める

1,940億円
（普通会計
ベース・H27

末）

中期財政計画
で定める

順調

新規市債発行額を抑
制したため、中期財
政計画（1,949億円）
を上回る結果を得
た。

新規市債発行額を抑制すること
により、プライマリーバランス
の黒字化を図る。

新規市債発行額の抑制を継
続していく必要がある。

目標達成に向けて今後も新規
市債発行の抑制に努めてい
く。

財政課

10 財政５基金残高
258億円
（H23末）

中期財政計画
で定める

301億円
（H27末)

中期財政計画
で定める

順調

計画的な積立・取崩
を行ったため、中期
財政計画（283億円）
を大きく上回った。

・大きな取崩しがなかったこと
や出納室が実施した一括運用に
よる基金利子の増などによる。

・今後、宮崎市西インター
チェンジ周辺防災支援拠点
整備事業での多額の取崩し
が予定される。

・安定した健全財政を保つた
めにも、中長期的な基金の積
立・取崩計画が必要である。

財政課

11
市税収納率（現年
度分）

97.3% 98.1% 99.07% 98.2% 順調

新システム稼働に伴
い、コンビニエンス
ストアでの収納可能
な納付書等の拡充で
利便性の向上を図っ
た。

・猶予制度による分割納付以外
は認めず、現年度のみの納付相
談では、納期内納付の指導、滞
納繰越分の納税相談では、現年
度分との並行納付指導を徹底し
て行った。
・早期催告を行い、預貯金や給
与差押に集中した滞納整理を
行った。

・税負担の公平性の確保
や、納税環境のさらなる整
備を図る必要がある。

・納期内納税を基本として、
滞納者への適切な納付指導と
厳正な滞納処分に取り組む。
・ペイジー収納に向けての研
究を進める。

納税管理課

12

広報紙の内容が
「概ね理解でき
る」と感じる市民
の割合（市政モニ
ターアンケート）

85.4％
（H22年度）

88.7% 81.0% 90.0% 順調

H23現状値は、広報紙
の言葉遣いについて
理解できるかを質問
しているが、H27実績
値では、H26からの民
間委託に伴い、質問
項目を言葉遣いに限
定せず、デザイン、
レイアウトなども含
めて読みやすいかと
いう質問に変更し
た。
ちなみにH23時点での
デザイン、レイアウ
トなどが読みやすい
という回答は58.2%で
あり、H27実績値では
81.0%と大きく改善さ
れている。民間委託
に伴い市民が読みや
すく理解しやすい広
報紙の作成は順調に
進んでいる。

・H26年度から広報紙の作成業務
を民間委託したことで、作成コ
ストの削減を達成するととも
に、フルカラーで32ページの紙
面となり、市民から読みやすい
広報紙として概ね好評を得てい
る。

・読者から｢文字数が多い｣｢
もっと文字を大きくしてほ
しい｣｢デザインが若者向け｣
などのご意見が寄せられて
いる。

・多くの市民が市政情報を入
手する広報媒体として、簡潔
で分かりやすく、多くの世代
にとって読みやすいレイアウ
トとなるように紙面作りに取
り組む。

秘書課

13

窓口対応など市民
サービスに対する
満足度（市民意識
調査）

50.9% 60.0% 54.8% 60.0% 順調

H27年度の実績値は約
55％で、H26年度の
53.8%より向上し、
H23年度から着実に上
昇傾向にある。

・引っ越しシーズンにおける、
窓口の土日開庁及び平日の時間
延長等で、さまざまなライフス
タイルを送る市民の方のニーズ
に応えることができた。

目標値まで約5％程上昇させ
る必要があり、現状の窓口
対応に不満を持っている方
の満足度をいかに向上させ
るかが課題である。

職員クレドの浸透を図り市民
の方に寄り添う気持ちをさら
に意識づけるなど、接遇面の
さらなる強化や安定した質の
確保への取組を進める。

人事課

個別目標１－２－
１
　効率的で信頼さ
れる行政運営が行
われている

個別目標１－２－
２
　財政が健全であ
る

個別目標１－２－
３
　市民の視点に
立った行政サービ
スのできる市役所
になっている

基本目標１
　市民が主
体となった
まちづくり
と効率的で
信頼される
行財政運営

重点目標１－２
　効率的で信頼
される行政経営
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

３町域
78.0％

99.70% 97.11% 100.0%

・事業は順調に進捗
しており、田野町、
佐土原町は整備を概
成し、高岡町につい
ても、土地区画整理
事業の進捗に併せて
下水道整備を実施し
ている。

・下水道の未普及区域につい
て、計画的に整備を実施した。
①田野町は平成24年度に概成。
②佐土原町は平成26年度に概
成。
③高岡町は、土地区画整理事業
区域内を除いて平成27年度に概
成。

・高岡町については、土地
区画整理事業の進捗と併せ
て整備していく必要があ
る。

・関係部署と連携しながら、
着実な下水道の整備に取り組
む。

清武町域
37.3％

78.40% 64.77% 95.7%

・事業は順調に進捗
しており、平成27年
度には岡地区、新町
地区の市街化区域に
ついて一部供用を開
始した。

・平成31年度概成に向けて計画
的に整備を行っており、平成27
年度には岡地区（木原処理分
区）、新町地区（清武処理分
区）の一部供用を開始した。
・また、加納地区（加納処理分
区）の開発団地について、下水
道接続に向けた整備を実施する
とともに、残った未着手の団地
についても事業に関する地元説
明会等を実施している。

・加納処理分区の開発団地
については、団地内浄化槽
の公共下水道への接続につ
いて、地区住民の理解のも
とに事業を実施する必要が
ある。
・清武処理分区、木原処理
分区については、計画的に
管路の整備を実施する必要
がある。

・加納処理分区の開発団地に
ついては、今後も説明会の実
施等によって地区住民への周
知を図り、十分な理解のもと
で、着実な事業の実施に取り
組む。
・清武処理分区、木原処理分
区については、計画的に管路
の整備に取り組む。

旧宮崎市域
97.7％

98.90% 97.99% 100.0%

・事業は順調に進捗
しており、現在は土
地区画整理事業の進
捗に併せて下水道整
備を実施している。

・旧宮崎市域の下水道整備は、
土地区画整理事業区域内を除い
て平成21年度に概成している。

・土地区画整理事業の進捗
と併せて整備していく必要
がある。

・関係部署と連携しながら、
着実な下水道の整備に取り組
む。

３町域
71.8％

100.0% 100.0% 100.0%

清武町域
22.6％

61.3% 50.00% 74.2%

旧宮崎市域
99.0％

100.0% 100.0% 100.0%

16
自然体験活動参加
者数

3,993人 4,600人 3,181人 5,000人
順調ではな

い

小学生を対象とした
事業であるが、子ど
も会への加入数が減
少傾向であるため、
急激な数の増は難し
い。

・自然体験を通じて、多くの子
どもたちに郷土の自然について
理解を深めてもらう自然体験活
動を実施した。

多くの子どもに参加しても
らえるような、PR活動を行
う必要がある。

子どもたちが事業に参加して
良かったと感じ、そのような
体験を多くの子どもが体験し
たいと感じることができるよ
うな広報活動を図る。

生涯学習課

17
環境学習パート
ナー派遣回数

30回 34回 23回 38回
順調ではな

い
目標値を下回ったた
め。

・市広報６月号で環境学習に関
する特集ページを見開き２ペー
ジで組み、その中で派遣事業に
ついても広く市民に周知を図っ
た。

・事業の周知
・パートナーとなる人材の
育成

・ＨＰだけでなく、フェイス
ブックなど多様なツールを
使って周知に努める。
・人材育成の一環である環境
学習指導者養成講座の受講希
望者が減少しているため、今
後のあり方を含め検討を行
う。

環境保全課

基本目標１
　市民が主
体となった
まちづくり
と効率的で
信頼される
行財政運営

重点目標１－２
　効率的で信頼
される行政経営

個別目標１－２－
４
　市域が均衡して
発展している

14 公共下水道整備率 順調
下水道整備
課

15
公共施設のバリア
フリー整備率

順調

清武町域で、一部整
備が遅延しているも
のの、３町域、旧宮
崎市域では整備を完
了し、概ね順調であ
る。

旧３町域では、施設管理課事業
により、20施設が整備基準に適
合し旧宮崎市域で1施設が整備基
準に適合した。また、清武町域
では、4施設が整備基準に適合
し、2施設が一部改修された。

３町域、旧宮崎市域におい
ては、今後整備される施設
についても整備基準に適合
させることが必用である。
また、清武町域において
は、施設管理課による事業
化が当初計画より遅延して
いる。

３町域、旧宮崎市域において
は、福祉のまちづくり条例に
基づく事前協議において、事
業課との協議を行い、整備基
準に適合するとともに、より
使いやすい施設整備を目指
す。また、清武町域において
は整備が着実に図られるよ
う、施設管理課と協議を行う
とともに、整備計画の対象と
なっている施設のうち、「市
民の利用が少ない」などの理
由により整備効果が著しく低
い施設については対象施設か
ら除外する。

建築指導課

基本目標２
自然と共生
し快適に暮
らせるまち

重点目標２－１
　自然環境や景
観を大切にして
いるまち

個別目標２－１－
１
　豊かな自然に親
しみながら、生活
を楽しむことがで
きる

3



A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

18
温室効果ガス排出
削減率（総排出
量）

2,728千t
-CO₂

（H22年度）

10％
（2,455千t
-CO₂）

20％増
（3,401千t
-CO₂）

14%
（2,346千t

-CO₂）

順調ではな
い

国の排出量も増えて
おり、宮崎市も同様
に削減ができなかっ
たため。

・太陽光発電、太陽熱利用シス
テム設置に対する一部補助に取
り組んだ。また、防犯灯や道路
照明のLED化による省エネの推
進、事業者の環境に負荷を与え
ない事業活動を促進するみやざ
きエコアクション認証制度事業
にも取り組んだ。
・イベント開催時、排出削減の
ための啓発に努めた。
・市広報６月号で環境学習に関
する特集ページを見開き２ペー
ジで組み、その中でエコアク
ション認証制度についても広く
市民に周知を図った。
・環境業務課主催の研修会の中
で、エコアクション認証制度に
ついて取組依頼を行った。
・宮崎市地球温暖化対策地域協
議会（Ｈ26.11）で、エコアク
ション認証制度普及策につき、
委員の意見を求めた。

・太陽光発電設備設置補助
事業については、依然とし
て、九州電力との系統接続
に期間を要する地域があ
る。
・市域全体のため、なかな
か数値削減に繋がらない。

・市民一人ひとりの自主的な
省エネ活動を促進するため、
省エネ対策の情報提供を行
い、一層の普及啓発を図る。
・太陽光発電設備設置に対す
る一部補助の取り組みは、市
民に十分認識を得られている
が、太陽光発電以外の新たな
新エネルギー利用が図られる
事業を今後検討する。
・エコアクション認証事業者
 所を増やし、環境活動への取
り組みの裾野を広げる。
・水素エネルギー研究会（宮
崎県主催）に参加し、水素エ
ネルギー利活用の可能性を探
る。

環境保全課

19
市民１日１人当た
りごみ排出量

1,008g 994g 993g 995g 順調
H27年度の目標値
（994g)を下回り、達
成している。

・分別説明会、地区文化祭等の
イベントでの啓発はキャラク
ターを活用し更に親しみ易い活
動を実施した。また、市が委嘱
している21名のごみ減量アドバ
イザーや自治会から選任され市
に登録している分別大使によ
り、地域に根付いた啓発活動を
実施した。
・自治会へのちらし等を通じご
み減量効果の広報を行った。
・生ごみの自家処理を推進
・資源物（古紙・古布･缶・び
ん・家庭用廃食用油）集団回収
を実施

・市民に対してごみ減量と
リサイクルの目的は何かを
わかりやすく説明し、目的
意識を持たせることが必要
である。

・本市の取り組みや施策が市
民に周知できるような啓発方
法を検討し、情報発信に努め
ていく。
・自治会から選出される分別
大使制度や分別説明会の開
催、資源物集団回収等の地域
に密着した取り組みを推進し
ていく。

環境業務課

20 公共下水道普及率 83.3% 88.7% 87.7% 90.1% 順調

・事業は順調に進捗
しており田野町、佐
土原町については整
備を概成している。
・旧宮崎市域、高岡
町については土地区
画整理事業の進捗に
併せて整備を実施し
ている。
・清武町について
は、市街化区域の一
部供用を開始した。

・下水道の未普及区域について
計画的に整備を実施した。
①旧宮崎市域は土地区画整理事
業地内を除き平成21年度に概
成。
②田野町は平成24年度に概成。
③佐土原町は平成26年度に概
成。
④高岡町は土地区画整理事業区
域内を除き平成27年度に概成。
⑤清武町は平成31年度概成に向
けて計画的に整備を行ってお
り、平成27年度には市街化区域
の一部供用を開始した。

・旧宮崎市域と高岡町につ
いては、土地区画整理事業
の進捗と併せて整備してい
く必要がある。
・清武町は平成31年度概成
を目標としており、加納処
理分区の開発団地について
は地区住民の十分な理解の
もとに公共下水道への接続
を、清武処理分区・木原処
理分区については、計画的
な管路整備を行う必要があ
る。

・市民の重要度の高い事業で
あることから、事業費を確保
し、計画的に事業を進めてい
く。
・また、関係部署と連携しな
がら、着実な下水道の整備に
取り組む。

下水道整備
課

21
公共下水道水洗化
率

92.3% 93.7% 92.3% 94.4% 順調

水洗化人口は年次的
に増大しているが、
平成31年までは下水
道認可区域での拡張
整備で処理開始人口
も合わせて増大して
いるため、水洗化率
については、横ばい
である。

下水道工事前及び供用開始前
に、住民説明会を開催し、供用
開始後早い時期での下水道接続
をお願いしている。また、普及
促進員による戸別訪問や下水道
接続に関する戸別相談会を年次
的に実施している。

新たに下水道供用開始を
行った区域について、公共
下水道への早期接続（義務
期間3年が目標）の取組。
既下水道供用開始区域につ
いての未下水道接続者への
取組。

新たな下水道供用開始区域に
ついては、説明会等を通じて
早期の公共下水道接続への理
解と協力をお願いし、水洗化
の促進を図る。
既下水道供用開始区域につい
ては、水洗化促進員による戸
別訪問で下水道接続促進を図
る。

給排水設備
課

基本目標２
自然と共生
し快適に暮
らせるまち

重点目標２－１
　自然環境や景
観を大切にして
いるまち

個別目標２－１－
２
　環境保全に取り
組み、循環型社会
が形成されている

個別目標２－１－
３
　大気・河川環境
が良好に保たれて
いる
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

個別目標２－１－
３
　大気・河川環境
が良好に保たれて
いる

22

河川浄化活動によ
る地域河川のBOD値
５㎎/L以下の達成
か率

98% 98% 99.5% 98% 順調
目標の達成率を上
回った。

・河川浄化等推進員による河川
のパトロールを実施し、河川の
汚濁や不法投棄の早期発見、迅
速な対応が図られた。
・各地区河川浄化推進協議会の
取り組みへの支援及び啓発事業
を通じて市民の河川浄化意識が
高まった。
・テレビ、ラジオによる河川啓
発CMを通じて、流域住民への啓
発が図られた。

大淀川をはじめ市内の各河
川の水質は、年々改善され
てきているが、さらなる改
善のため、大淀川上流域で
の河川浄化の取り組みを強
化していく必要がある。

・地域住民や事業者が主体と
なった河川浄化の取り組みを
連携して支援していく。
・国、県及び流域自治体と連
携を強化し、さらなる水質改
善に向けた上流域の取り組み
を要請していく。

環境保全課

23
景観関連イベント
等の参加者数

2,400人 3,000人 1,599人 3,300人
順調ではな

い

平成27年度（中間年
度）における市主催
のイベント参加人数
は1,599人であるが、
平成26年度における
参加人数は2,935人で
あり、年度によりば
らつきが生じてい
る。

 景観に関するシンポジウム「景
観まちづくりのつどい」の開催
や、小中学生を対象とした「風
景絵画コンクール」、「景観教
室」の実施、景観の表彰制度で
ある「景観賞」等を実施してい
る。
　また、民間団体との協働イベ
ント等を行い、市民・関係団体
と一緒に美しく魅力ある宮崎の
景観づくりを推進している。

 美しく魅力ある宮崎の景観
づくりには、「人材育成」
と「自走可能なネットワー
ク構築」を図っていくこと
が必要である。
 他方、少子高齢化により景
観教室や風景絵画コンクー
ルなど小中学生の参加人数
の確保が困難であり、減少
している。また、民間団体
との協働イベントなどにつ
いても、「景観」に興味の
ある方々がまだまだ少な
く、地道な啓発・広報活動
が必要である。

・景観の保全や今後の宮崎の
景観における「人材育成」や
「自走可能なネットワーク構
築」について語り合えるプ
ラットホームを官民協働で模
索していく。
・また、「景観」への興味・
意識の向上を図るためのイベ
ントを実施するにあたり、広
報の媒体・タイミング・方法
などの検討や集客方法につい
ても官民協働で模索してい
く。

景観課

基本目標２
自然と共生
し快適に暮
らせるまち

重点目標２－１
　自然環境や景
観を大切にして

いるまち

個別目標２－１－
４
　美しい景観が保
たれている

24
花いっぱい推進事
業参加団体数

790団体 802団体 585団体 808団体
順調ではな
い

参加団体数が、平成
25年度は588団体、平
成26年度は609団体、
平成27年度は585団体
と目標値に近づけて
いないため。

・ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ市民見学会やｵｰﾀ
ﾑ・ﾌﾗﾜｰ・ｳｨｰｸ等を通して市民に
花のまちづくりの啓発を行うと
ともに、花苗支給等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団
体支援や主要な公園・道路に草
花を植栽し、年間を通して花の
あふれるまちづくりを推進し
た。
・青島・佐土原・高岡・田野・
清武の５地区に重点花壇等を整
備し、地域における花の拠点づ
くりを行なった。

・各地域で花のまちづくり
を推進しているボランティ
ア団体については、メン
バーの高齢化が進んでお
り、担い手不足や団体数の
減少などが懸念される。
・宮崎市版・365日誕生花の
普及啓発を図るとともに、
一ツ葉エリアが有する地域
資源を有効に活用していく
必要がある。

・引き続き、ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ市民
見学会やｵｰﾀﾑ･ﾌﾗﾜｰ･ｳｨｰｸ等の
啓発活動により、市民や事業
所等の関心を高め、花のあふ
れるまちづくりに参加する機
運を盛り上げていく。
・小学生に向けた花育活動の
自主開催に加え、今後、民間
事業所との花育活動の協働開
催等の手法を取り入れ、多様
な内容の花育活動を行うこと
で、若い世代の花への関心を
高め、将来の担い手確保につ
なげていく。
・花のまちづくり地区推進協
議会や自治会連合会に向け、
地区内での団体設立の呼びか
けを行うなど、新規団体設立
に向けた啓発を行う。
・ﾌﾗﾜｰﾎﾟｯﾄづくり講座、ｶﾚﾝ
ﾀﾞｰ販売等により、宮崎市版・
365日誕生花の普及啓発を図る
とともに、一ッ葉ｴﾘｱにおいて
は、拠点花壇の魅力ある演出
に加え、ﾌﾛｰﾗﾝﾃ宮崎や神話ｽ
ﾎﾟｯﾄ等の地域資源を、花回遊
ﾏｯﾌﾟ等の活用によりつなぐこ
とで、地区内の回遊性の向上
及び周知を図る。
・花は本市の強みの１つとし
て貴重な地域資源であること
から、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑや市政出前講
座、誕生花ｶﾚﾝﾀﾞｰ、花回遊ﾏｯ
ﾌﾟ等により、花の情報発信に
務めていく。
・団体の多くを占める、さん
さんｸﾗﾌﾞや自治会加入者が減
少する中、登録団体数の維持
も困難となってきていること
から、今後目標指数の見直し
も検討していきたい。

景観課

5



A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

個別目標２－１－
４
　美しい景観が保
たれている

25
屋外広告物の許可
申請率

60.6% 72.0% 86.30% 75.0% 順調
数値目標を達成した
ため。

①未申請者への申請勧奨の実
施。
②宮崎市全域の屋外広告物実態
調査を行い、未申請広告物の把
握を行った。
③違反状態であったとしても、
是正確約書を提出することを
もって許可することができる特
例許可制度を定めることにより
申請率のアップを図り、違反広
告物を本市管理下に置くように
した。
④違反是正指導要綱の策定

数値目標は達成済。
【課題】
申請勧奨や違反是正指導に
応じない広告主が固定化し
ているので、厳格に対応す
る必要があるが、公平公正
な対応が求められる。

申請勧奨や違反是正指導に応
じない広告主に厳格に、公平
公正に対応するため、違反是
正指導要綱を平成２９年１月
より施行し、それに基づき更
なる申請率の向上を目指す。

景観課

26
農地・水保全管理
事業に取り組む活
動組織数

77地区 80地区 84地区 80地区 順調
積極的な事業推進に
より組織数の増加が
図られている。

地区説明会等の実施で、事業の
周知が図られた。

国、県、市の交付金予算の
確保

国、県に対して予算枠の確保
を要望していく

農村整備課

27
景観農業振興地域
整備計画の策定地
区数

0地区 2地区 0地区 2地区
順調ではな

い

整備計画の策定につ
いては、様々な制限
を行うことになるた
め、当該地区住民と
協議した結果、見送
ることとなった。

　平成26年度まで地域で計画策
定について調査研究、検討を重
ねた結果、当該計画の策定は、
見送ることとなった。

　地域での景観保全のため
の維持活動に取り組む必要
がある。

　平成27年度からは、地域の
景観保全活動に取り組む各団
体の活動に対し支援を行う。

農政企画課

28
総人口に対する用
途地域内人口の割
合

83.9％
（H22国調）

84.10% － 84.20% －
H28.10　確定予定
（国調）

・土地利用規制等の法規制によ
り、郊外における立地を抑制
し、都心部や地域中心部への誘
導・集約を図っている。

・用途地域内の人口密度を
高くしていくため、持続可
能で魅力的な都市機能を実
現していくこと。

・住民の意見をよく聞きなが
ら、都市計画マスタープラン
や都市計画の見直しを行い、
用途地域内における土地利用
を誘導する。

都市計画課

29
総人口に対する人
口集中地区人口の
割合

69.1％
（H22国調）

69.2% － 69.3% －
H28.10　確定予定
（国調）

・土地利用規制等の法規制によ
り、郊外における立地を抑制
し、都心部や地域中心部への誘
導・集約を図っている。

・少子高齢化により人口減
少が進むなか、人口集中地
区を維持していくこと。

・持続可能で魅力的な都市機
能を実現することにより、人
口集中地区における土地利用
を誘導する。

都市計画課

30 歩行者通行量
56,048人
（H24年）

－ 53,131人 70,400人
順調ではな

い

歩行者通行量は、調
査実施日の天候に左
右される傾向があ
り、平成27年度は歩
行者通行量の多い休
日が大雨であったた
め、実績値として低
い状況となった。平
成26年度までは、現
状値(平成24年度)と
比較すると増加傾向
にはあった。
なお、平成28年度調
査分からは、通常の
平均的な通行量の測
定が行えるように、
大雨の際には、予備
日での実施をするな
ど工夫することとし
ている。

①食の魅力を生かした｢街市｣
や、市民参加型の｢みやざき国際
ストリート音楽祭｣等が開催さ
れ、一定の賑わい創出が図られ
た。
②高千穂通りに「みやざき創業
サポート室」を設置し、創業支
援を行うとともに、遊休不動産
の改修や新規入居者の支援を行
うことで、雇用拡大や事業所の
集積促進を図った。
③｢女性の就労支援事業｣を実施
し、出産や育児等で一旦離職を
した女性が安心して再就職でき
るよう支援した。また、子育て
や医療・福祉など、多角的に全
庁一体となって雇用拡大に努め
るため、雇用拡大推進会議を設
置した。

・イベント開催時には賑わ
いが創出されるが、平常時
の賑わいに結びついていな
い。昼間人口を増やしてい
くために産業集積を推進す
るうえでも、中心市街地の
魅力向上を図っていく必要
がある。
・雇用を拡大していくこと
で、新たな消費が生まれ、
経済を活性化させるという
考えを啓発するとともに、
子育て支援の視点も絡めな
がらクリエイティブ産業の
集積を推進し、民間投資を
誘発していく必要がある。

・引き続き、多様な主体の関
わりを意識し、中心市街地で
のイベント開催等を支援す
る。
・無料公衆無線Wi－Fi環境の
整備や、ベンチャー企業や創
業希望者、学生等の交流や連
携を図る場となるコワーキン
グスペースの設置等を推進
し、中心市街地の魅力向上を
図る。
・雇用拡大推進会議等で、庁
内で連携して、子育て機能の
充実について検討するなど、
子育て世代が過ごしやすい
街、女性が働きやすい環境づ
くりを推進していく。

商業労政課

31
夜間人口（居住人
口）

8,619人
（H24）

－ 8,938人 10,000人 順調

中心市街地に、居住
用高層マンションが
集積し、夜間人口は
順調に増加。※国勢
調査速報値根拠のた
め、確報値で変更の
可能性あり

同上 同上 同上 商業労政課

重点目標２－１
　自然環境や景
観を大切にして
いるまち

個別目標２－１－
５
　農村環境が良好
に保たれている

重点目標２－２
　都市の機能が
充実しているま
ち

個別目標２－２－
１
　都市に必要な
様々な機能がコン
パクトにまとまっ
ている

個別目標２－２－
２
　中心市街地の機
能（交流・居住・
消費・就業・移
動）を享受してい
る

基本目標２
自然と共生
し快適に暮
らせるまち

6



A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

重点目標２－２
　都市の機能が
充実しているま
ち

個別目標２－２－
２
　中心市街地の機
能（交流・居住・
消費・就業・移
動）を享受してい
る

32
昼間人口（従業者
数）

34,890人
（H24）

－ － 35,800人 －

平成26年度経済セン
サス基礎調査未確定
のため記入ができな
い(H28.10以降確定予
定)

同上 同上 同上 商業労政課

33
土地区画整理事業
により整備された
面積

1844.9㏊ 1859.7㏊ 1863.8㏊ 1866.7㏊ 順調

実績値が目標値を上
回っており、宮崎市
が施行する土地区画
整理事業について
は、仮換地・移転補
償について地権者の
理解・協力を得なが
ら円滑に事業を推進
している。

宮崎市施行により平成２５年度
に換地処分を行った岡地区をは
じめ、５地区で事業を進めてき
た結果、道路等公共施設が整備
されるとともに宅地の利用増進
が図られ、良好な市街化が形成
された。

現在施行中の４地区につい
て、地権者の理解を得なが
ら換地処分に向けてより円
滑に事業を推進していくこ
とが必要である。

換地処分の実現に向けて、地
権者に事業について十分に説
明を行い、地権者の理解を得
ながら着実に事業の進捗を図
る。

区画整理課

34
市民１人当たり都
市公園面積

21.9㎡ 22.5㎡ 22.8㎡ 22.8㎡ 順調
１人当り0.3㎡目標を
上回った。

清武総合運動公園を新市基本計
画より、早期完成させることで
目標の達成を図った。

更なる住環境整備を図るた
め、市街地の適正な公園整
備を推進する必要がある。

土地区画整理事業地区内の公
園予定地を事業の進捗状況を
見ながら整備していく。

公園緑地課

個別目標２－２－
３
　適正な市街地が
形成され、良好な
住環境が整ってい
る

35
平成20年度以降の
公営住宅の供給目
標量

2,254戸 4,420戸 5,413戸 5,500戸 順調
計画通り供給できて
いる。

出来るだけ多くの住宅確保要配
慮者に市営住宅への入居機会を
創出するため、定期募集回数の
見直しを年3回から4回へ変更し
た。(H25)

収入超過者や高額所得者へ
の対策を行うことで、真に
住宅に困窮する世帯が安心
して入居できるように取り
組む必要がある。

収入超過者や高額所得者に対
しては、民間家賃に相当する
額の徴収や明け渡しに努める
とともに、建替え等を計画的
に行い、さらに多くの募集機
会の創出を図っていく。

住宅課

個別目標２－３－
１
　自由に移動でき
る交通網が整備さ
れている

36

平成18年度以降に
整備される幹線市
道（都市計画道路
含む）の改良延長

20㎞ 35㎞ 28km 38㎞
順調ではな

い

H27目標値の80%程度
しか達成できていな
い。東北大震災以
降、国からの予算獲
得が十分ではなく、
全体的に遅れ気味で
ある。

限られた予算の中、道路計画に
伴う用地取得を計画的に先行
し、順次道路改良工事を実施し
てきた。それにより、市街地内
における交通混雑の緩和や地域
間を結ぶ交通ネットワークの強
化を図った。

・平成24年度から平成27年
度までの4年間は約2km／年
の整備進捗となっており、
同様の進捗では最終年度目
標値は達成できない。
・今後の国の予算配分の動
向に注視する必要がある。
特に、小戸之橋を主要事業
とした位置付けがある中
で、市財政面も厳しい状況
となっている。
・事業路線毎の問題点の把
握や事業期間の見直し等を
行う必要がある。

・予算獲得に向け、国への要
望活動や県との情報交換を密
に行う。
・選択と集中の観点から、今
後の事業採択において必要事
業の洗い出しを行う。また、
事業の長期化にならないよう
な事業計画を立案し、早期完
成を目指す。

土木課、市
街地整備課

37

福祉のまちづくり
条例に基づく届出
建築物と適合証を
交付した建築物の
割合

54.0% 56.0% 48.60% 58.0%
順調ではな

い
民間施設の適合率が
低下している。

バリアフリー検討会において作
成した、バリアフリーパンフ
レットを作成し配布している。

民間施設の場合、特に資金
面の問題で適合できない事
例が多い。また、バリアフ
リーに対する認識が必ずし
も十分ではない場合もあ
る。

建築関係者に対して、研修会
などの機会を捉えて、さらな
る周知に努めるとともに、事
業者団体等への啓発について
も検討していく。

建築指導課

38
市営住宅における
高度のバリアフ
リー化率

28.8% 33.6% 31.9% 36.0% 順調
概ね目標を達成して
いる。

新たに建設する住戸では高齢者
対応仕様の整備を行った。

高齢者等が安心して暮らせ
るように建替事業等を進め
る必要がある。

老朽化が進んでいる市営住宅
の建替え等を計画的に行って
いくなかで、高齢者等に配慮
したバリアフリー化を推進し
ていく。

住宅課

個別目標２－３－
３
　安心して良質な
水を利用している

39
配水管等（管径150
㎜以上）の耐震化
率

31% 35% 36% 37% 順調
管路の更新にあわせ
耐震化を積極的に
行っている。

防災上、重要な拠点病院及び避
難所となる公共施設等への配水
ルートを優先的に耐震化するこ
とを計画的に進めている。

今後、南海トラフ巨大地震
の発生が懸念されているこ
ともあり、「地震対策」を
より一層強化し、災害に強
いまちづくりが急務となっ
ているが、管路の整備には
多額の費用と膨大な年月が
必要。

管路ごとの重要性を区別・選
別し影響度を考慮した耐震化
計画が必要であり、ダウンサ
イジング等によるコスト縮減
なども踏まえて計画を進めて
いく。

水道整備課

重点目標２－２
　都市の機能が
充実しているま
ち

個別目標２－２－
３
　適正な市街地が
形成され、良好な
住環境が整ってい
る

重点目標２－３
　生活を支える
基盤が整ってい
るまち

個別目標２－３－
２
　生活環境におけ
るバリアフリーが
整っている

基本目標２
自然と共生
し快適に暮
らせるまち
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

個別目標２－３－
３
　安心して良質な
水を利用している

40
鉛製給水管の解消
率

29.0% 44.0% 39.8 51.0%
順調ではな

い

解消率において、H24
～H27の実績値は目標
値に達しなかった。

年度毎に区域を設定し、鉛管漏
水多発区域を優先的に面的な整
備を進めている。
鉛管の有無を現地調査し、鉛管
使用が確認されたところについ
て、使用者等の理解を得た上で
取替工事を行う。

H27年度から【宮崎市配水管修繕
等業務委託】の主要事業として
施工している。

進捗率が各受注業者の繁忙
時期に左右されるところが
あり、工事・精算が年度末
に集中するなど、管理が十
分にできなかった。

・H27年度からマッピングシス
テムを活用できるようにな
り、データの上では鉛管使用
箇所として計上されていた
が、実際には鉛管が使用され
ていなかったところについて
も、残存件数からの除外等を
行い、解消率の向上に努めて
いく。
・年度当初に施工計画を立
て、計画的に施工し、目標値
を達成できる様に追加発注
等、計画と見比べながら施工
管理を図っていく。また、各
業者の繁忙時期に左右されな
い体制の構築を図る。
・H27年度に【宮崎市上下水道
事業マスタープラン　みやざ
き水ビジョン2010改訂版】に
おいて、見直しを行い目標値
を下方修正した。これに基づ
いて中期財政計画では目標を
達成できるよう予算の拡大を
している。

配水管理課

個別目標２－３－
４
　高度情報通信を
利用して、情報
サービスを享受し
ている

41
インターネット利
用率

79.1％
（平成23年全
国平均値）

全国の数値と
同等の利用率

－
全国の数値と
同等の利用率

－
実績値は市民意識調
査により、平成28年
秋以降に公表予定

・平成25年度宮崎ケーブルテレ
ビのアリア拡大を実施した。
（対象１００世帯）

ケーブルテレビのエリア拡
大については、事業主体で
ある宮崎ケーブルテレビ株
式会社の経営方針と拡大す
るエリアの選定協議が必要
である。

平成28年度からは宮崎ケーブ
ルテレビ株式会社と定期的に
協議を行い、エリア拡大の方
向性を決める。

情報政策課

42

「地域密着した福
祉サービス」の満
足度
（市民意識調査）

34.7% 50.0% 37.60% 56.0%
順調ではな

い

H23年度に不満がある
と回答した人の割合
を、H27年度までに約
半数の16%にすること
で満足と回答する人
を50%とすることを目
指していたが、不満
がある人の割合がH23
年度よりも増加して
いたため。

・地域福祉活動を推進するため
に、宮崎市社会福祉協議会を通
して地区社会福祉協議会（地区
社協）の活動を補助しており、
各地区社協によって地域の実情
にあった事業が行われている。

・福祉サービスを必要とし
ていない年齢層に地区社協
が取り組んでいる活動内容
や事業が知られていない。

・毎年進捗確認のために市政
モニターで「地域福祉計画に
関するアンケート調査」を
行っている。このアンケート
結果から市民の福祉サービス
に関するニーズや情報入手源
を分析し、地区社協が取り組
んでいる福祉に関する事業
や、地域に密着した事業の効
果的な周知を行っていく。

福祉総務課

43
地区社会福祉協議
会の数

17 19 19 19 順調

旧市内の地域自治区
数と、現時点で各地
域の福祉活動に適し
た数の地区社協を設
置できている。

・地域福祉活動を推進するため
に、宮崎市社会福祉協議会を通
して地区社会福祉協議会（地区
社協）の活動を補助している。

・地区社協の設置数として
は十分であるが、それぞれ
が適切に地域福祉の推進事
業を行えているかが重要で
ある。

・引き続き各地区社協の事業
実績に注視し、各地区社協の
特性に応じた支援のあり方に
ついて、市社協と連携し、協
議する

福祉総務課

44
見守りボランティ
ア数

1,681人 2,020人 1,920人 2,200人 順調

目標値に達していな
いが、H23年度から
H27年度にかけておお
むね増加傾向であ
る。

・地域福祉の推進の中心的活動
団体である地区社協の活動をよ
り充実させるため、２７年度か
ら補助内容の見直しを行い、未
就学児の訪問や、子育てサロン
による支援、災害時の支援体制
の構築のため災害情報交換会の
項目を追加した。
・檍地区社協の事務局員を２人
体制とし活動の充実を支援し
た。
・ボランティアについての各地
区社協の考え方が異なってお
り、見守りボランティア数が0だ
が見守り活動を行っている地区
社協がある。

・地域の見守りや、地域の
困りごとに細やかに対応す
ることが地区社協の役割で
もあるが、ボランティアと
して協力する方が固定化し
ているところが課題となっ
ている。

・見守りに関わる地区社協や
地域まちづくり推進委員会の
共催事業を拡充するなど関係
団体の連携強化を図る。ま
た、老人クラブに配置される
子育て支援担当者への情報提
供などを進める。
・地区社協の補助について、
引き続き登録ボランティア数
による補助加算を行う。ま
た、各地区社協の事業の聞き
取りを行うことで、見守りに
つながる事業を把握し、効果
的な取り組みの推進に努め
る。

福祉総務課

基本目標２
自然と共生
し快適に暮
らせるまち

重点目標２－３
　生活を支える
基盤が整ってい
るまち

基本目標３
ともに支え
合い、安全
で、安心し
て暮らせる
まち

重点目標３－１
　ともに支え
合って暮らして
いるまち

個別目標３－１－
１
　地域住民が互い
に支え合い、人に
やさしい福祉のま
ちづくりに取り組
んでいる

8



A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

45
就労移行支援事業
の利用者数

136人 166人 283人 184人 順調
事業所数の増加に
よって、利用者数は2
倍に増加している。

事業所数は、平成27年度で24事
業所（平成23年度は12事業所）
となり、利用者の受入先や利用
定員数も増加している。これに
より、利用者のニーズや目的に
応じた訓練先を選択できるよう
になってきた。

利用者の障がい特性や就労
ニーズに応じた訓練をしな
ければならないが、訓練を
経て、一般企業に就労移行
や定着できた障がい者数は
限られている。一般就労へ
繋がるような訓練内容の質
の向上を図っていく必要が
ある。

利用者の就労移行や定着が図
られない事業所については、
平成27年度から報酬（訓練等
給付費）を減算する規定がで
きた。訓練結果に対する実績
が求められていることを事業
所へ周知、指導していくとと
もに、今後も民間の事業所に
対し、就労移行事業への新規
開設を促していく。

障がい福祉
課

46
ケアホームやグ
ループホームへの
入居者数

115人 167人 201人 183人 順調
事業所数の増加によ
り、利用者数は約2倍
に増加している。

事業者に対しグループホーム移
行への助言を行ったこと等によ
り、事業所数は平成27年度で17
事業所（平成23年度は6事業所）
と増加したため、利用者のニー
ズに応じた居住先を選択できる
ようになってきた。

多様な障がい特性やニーズ
に応じた居住環境を確保し
ていく必要がある。

今後も民間の事業所に対し、
グループホームの新規開設を
促すとともに、障がい者用市
営住宅グループホームの活用
促進を図る。

障がい福祉
課

個別目標３－１－
３
　高齢者が、安心
して自立した生活
を送っている

47

要介護・要支援認
定者のうち施設
サービスを利用し
ていない在宅で生
活する高齢者の割
合

74.56% 76.22% 85.70% 80.50% 順調

施設サービスを利用
しない在宅で生活す
る高齢者の割合が高
くなっており、成果
指標としては順調に
推移している。

ケアプランの見直し、ケアマネ
への研修会を通しての意識改
革、介護予防教室などを実施し
たことにより、在宅でも生活し
ていける割合が高まった。

在宅で生活する高齢者の中
には、施設に入らないと生
活が厳しい方も存在する
が、施設のキャパシティが
限られており、施設入所に
は至らず、仕方なく在宅で
生活しているという現状も
ある。

平成29年度より総合事業がス
タートすることで、要支援者
の減少が見込まれる。今後は
介護予防にも力を入れ、高齢
者が住み慣れた地域で元気に
過ごす体制づくりに努めてい
きたい。一方では、介護保険
事業計画に沿って、高齢者の
ニーズに沿った施設等の整備
の充実も図りたい。

介護保険課

48
さんさんクラブ活
動延べ参加人員

199,463人 219,000人 158,427人 220,000人
順調ではな

い

社会の高齢化の進行
と同様にさんさんク
ラブ役員においても
高齢化が深刻な問題
となっており、役員
の担い手不足により
活動の継続が危ぶま
れるクラブも現れて
いる。このようなク
ラブの影響もあり、
活動参加人数が減少
したため、目標を達
成することが困難と
なった。

宮崎市老人クラブ連合会（さん
さんクラブ宮崎市）に所属する
全ての単位老人クラブに対し
て、その活動にかかる費用の一
部を助成し、健康増進活動や教
養活動に取り組みやすい環境を
整備した。
また、70歳未満の会員約20名で
若手委員会を結成し、地区の垣
根を越えて活動することにより
市老連全体の活性化や役員の担
い手育成を図っている。

各単位クラブにおいて生き
がいづくり活動の中心とな
る役員の担い手が不足して
いることから、安定的な老
人クラブの運営が可能とな
るよう人材育成に対し更に
力を入れなければならな
い。

若手委員会の活動等を通して
役員の担い手を育成し、会長
辞任等によるクラブ解散に至
ることのないよう宮崎市老連
と連携して支援するととも
に、全ての単位クラブがこれ
まで以上に活発に活動するこ
とができるよう活動費の助成
なども継続していく。

長寿支援課

49
介護予防事業参加
者数

36,574人 50,000人 49,444人 58,000人 順調

目標値に僅かに届か
なかった(▲556件)。
本指標は、各種事業
参加者の合計である
が、家族介護者交流
会参加者が減少した
ことや、その他事業
が伸びなかったこと
が要因である。

健康運動教室は、「宮崎いきい
き健幸体操」が徐々に浸透した
こと、また、認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成
講座は、「認知症」にかかる市
民の関心が高かったことから、
いずれの事業も、参加者の大幅
な増加につながった。

家族介護者交流事業の参加
者は減少しているが、本事
業は介護者の負担軽減を支
援するための重要な事業で
あることから、周知方法や
参加しやすい交流会となる
よう内容等について検討が
必要である。

家族介護者交流会について
は、地域包括支援センターと
連携を行い、周知（広報紙、
自治会の班回覧等）に努めて
いく。あわせて、ケアマネー
ジャーへのアプローチを行
い、参加者の増加を図る。ま
た、実施内容についても参加
しやすい内容となるよう検討
を行う。

長寿支援課

基本目標３
ともに支え
合い、安全
で、安心し
て暮らせる
まち

重点目標３－１
　ともに支え
合って暮らして
いるまち

個別目標３－１－
２
　障がいのある人
が、安心して自立
した生活を送って
いる

個別目標３－１－
３
　高齢者が、安心
して自立した生活
を送っている
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

51
延長保育実施箇所
数

104箇所 106箇所 118箇所 113箇所 順調
実施箇所数が増加し
ている。

延長保育推進事業への取組みを
支援するため事業を実施する施
設に助成を行った。平成27年度
は107施設から118施設に実施施
設が増加した。

大部分の施設が延長保育を
実施しているが、実施して
いない施設がある。

事業を実施する施設に助成を
行うことで延長保育推進事業
への取組みを支援していく。
保護者の雇用形態の多様化を
ふまえ、延長保育のニーズが
高いため、継続して事業を実
施していく。

子ども課

52
乳児訪問実施率
（ハイリスク等）

50％
（H22年度）

75% 98.0% 100% 順調 目標達成
母子訪問指導事業の実施（保健
師や母子訪問指導員による母子
訪問指導）

特記なし

引き続き、母子訪問指導事業
を推進することで、妊娠期か
らの切れ目ない支援を行なっ
ていく。

健康支援課

個別目標３－１－
５
　社会保障が充実
し、安心した生活
を送っている

53
一人当たりの医療
費
（国民健康保険）

238,645円 258,000円 270,127円 266,000円
順調ではな

い

医療費の適正化に取
組んでいるものの、
目標値を超える実績
となっている。

医療費適正化の取組みとして、
生活習慣病の予防や合併症の併
発・重症化を予防し、医療費の
増加を抑える目的から、特定健
康診査の受診勧奨を行ってい
る。
また、調剤費の差額通知を活用
したジェネリック医薬品の使用
促進に加え、医療機関等から届
くレセプトの点検を実施し、国
保加入資格や誤請求等のチェッ
クを実施することで、医療費の
適正化に取組んでいるが、高齢
化や医療の高度化により医療費
は増加していることから、十分
な成果を得られていない。

医療費適正化に向けた取組
みを行っているが、前期高
齢者の増加や医療の高度化
による医療費の増加で成果
が出ていない。
今後は、更なる医療費適正
化対策を進めるとともに国
が進める国保財政基盤の強
化を目的とした保険者努力
支援制度の評価指標を意識
した対策の強化が必要であ
る。

○評価指標に係る取組
【特定健診等】
・特定健診、特定保健指導等
の受診勧奨の強化。
・ジェネリック医薬品使用率
向上に係る啓発等の強化。
【医療費請求等】
・交通事故など加害者がいる
けがを治療した場合の加害者
への医療費請求及び資格喪失
後受診に伴う医療費返還請求
の強化。
○その他
【レセプト点検等】
・自動レセプト点検の精度向
上及び療養費支給申請書等の
内容点検の強化。

国保年金課

基本目標３
ともに支え
合い、安全
で、安心し
て暮らせる
まち

重点目標３－１
　ともに支え
合って暮らして
いるまち

個別目標３－１－
４
　安心して子ども
を産み、健やかに
子育てできる環境
が整っている

50
地域子育て支援セ
ンター利用者数

121,649人 120,000人 137,372人 120,000人 順調

利用者は順調に増え
てきている。但し、
少子化に伴い利用者
数は将来的には、減
少傾向に転じること
が予想される。

・未就学児及び保護者が利用し
やすいよう、地域子育て支援セ
ンターの実施箇所を増やした。
・地域子育て支援センターや親
子講座等について、市広報や市
HP、子育て情報誌に加え、地域
子育て支援センターのHP、子育
てナビの推進などの広報の充実
を図り、子育て親子が情報を受
け取りやすいようにしている。
・平日勤務で地域子育て支援セ
ンターを利用できない親子のた
め、土、日開設を推進した。

・市広報や子育てナビ等を
通して情報の告知に努めて
いるが、平成27年度に実施
された「ふれあいトーク」
において、現に子育て中の
家庭から各種情報が届いて
いない旨の意見があったこ
とから、引き続き各種子育
てに関する情報が確実に届
くように工夫する必要があ
る。
・安心して子育てできる環
境づくりとして、子育て中
の家庭を地域社会全体で育
て支えることができるよ
う、子育て支援センターで
も地域との連携を図ってい
く必要がある。

・支援プランの実施状況を踏
まえながら、支援プランに
沿った形で各種施策を着実に
実施していく。また、各種施
策の情報が、子育て家庭だけ
ではなく、それを支える地域
住民等に対しても幅広く周知
されるよう、市広報紙や子育
てナビ等を活用し、情報の周
知に努める。
・地域の元気な高齢者に地域
の子育て支援に関わってもら
うために、民生委員等にボラ
ンティアとして地域子育て支
援センターで活動していただ
いている。
・平成28年4月より、加納地区
交流センター内に市内で35か
所目となる地域子育て支援セ
ンターを開設し、地域での子
育て支援体制の充実に努め
る。
・みやざき子育て支援セン
ターにおいて、「一時預かり
事業」を実施しており、一時
的に保育が困難となった場合
や育児疲れによる親の心理
的・身体的負担を軽減するこ
とにより、親の負担感・孤立
感の緩和や児童虐待の未然防
止につなげるとともに、子ど
もの健やかな育ちの促進を
図っていく。

子育て支援
課
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
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重点目標３－１
　ともに支え
合って暮らして
いるまち

個別目標３－１－
５
　社会保障が充実
し、安心した生活
を送っている

54
生活保護受給者で
就労支援により就
労開始した人数

154名 250名 159名 300名
順調ではな

い

目標値には達してい
ない。要因として
は、平成26年度から
実施している生活困
窮者自立相談支援事
業において、保護に
至る前に支援を行う
第2のセーフティネッ
トが機能しているこ
とが考えられる。

就労阻害要因がないと判断され
る方については、嘱託の就労支
援員を4人配置し、平成25年度か
ら第2庁舎4階に設置されたハ
ローワークと協定に基づき情報
共有しながら、ハローワークへ
の同行、履歴書作成や面接指導
も含めた個別支援を行ってい
る。
また、平成27年度からは直ちに
一般就労が困難な方について
は、1年間の有期で就労活動に向
けての基礎能力を向上させ自己
有用感を取り戻す就労準備支援
事業を実施している。

・就労可能な稼働年齢層の
内、就労支援の活用にい
たっていない方がいる。
・稼働能力はあるが意欲が
低い為、就労が決まらな
い。
・犯罪歴・保証人の問題な
ど阻害要因により採用にい
たらない。
・携帯電話や通勤手段の問
題で、求職活動が困難。

・就労可能な対象者を把握
し、速やかに就労支援につな
げ、支援件数を増やす。
・状況に応じて適切に就労準
備支援事業につなぎ、基礎的
能力を整えてから着実に就労
活動へステップアップするよ
う支援する。
・阻害要因のある方について
は、独自に求人を開拓する等
してマッチングを図る。
・求職活動困難な要因につい
ては、ＣＷと連携し解決を図
る。

社会福祉課

55

自分の健康状態に
満足している人の
割合
（市民意識調査）

63.1% 67.0% 57.80% 70.0%
順調ではな

い

H26調査では63.5%で
あり、健康状態に満
足している人の割合
はほぼ変化がないと
推察される。

・予防接種、歯科健（検）診、
自殺予防対策事業等を継続的に
実施した。

・市民の健康課題、ニーズ
等を的確に捉え、より効率
的・効果的な事業推進のあ
り方を検討する必要があ
る。

・各地区の健康状態や市民の
健康環境・行動形態等の把
握・分析に努め、市民が健康
づくりの取り組みを実施しや
すい環境の整備や事業の推進
を図る。
・地域や企業・団体等との連
携を強化し、市民一人一人が
健康に対する意識を向上させ
る社会・生活環境の醸成を図
る。

保健医療課
医療介護連
携課
健康支援課

56
いきいきと過ごせ
ている人の割合
（市民意識調査）

75.9% 78.0% 75.70% 80.0%
順調ではな

い

H26調査では77.5%と
概ね目標値をクリア
しており、生き生き
と過ごせていると感
じていている市民の
割合は着実に増加し
ていると推察され
る。

・各種のイベントやメディア
（広報、ＦＢ）を通じて健康に
関する情報提供や保健事業の啓
発等を実施した。

・市民が住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができ
るよう、医療・介護・予
防・生活支援・住まいが一
体的に提供される地域包括
ケアシステムの構築を早急
に推進する必要がある。

・引き続き、各種イベントや
広報誌・FBなどのメディアを
通じて健康に関する情報提供
や保健事業の啓発等を実施す
る。
・地域包括ケアシステム構築
のため、在宅医療の充実、看
取りの体制の強化、後方支援
病床の確保等を図る。

保健医療課
医療介護連
携課
健康支援課

基本目標３
ともに支え
合い、安全
で、安心し
て暮らせる
まち

重点目標３－２
　健康に暮らせ
るまち

個別目標３－２－
１
　生涯を通して、
心身ともに健康に
暮らしている

個別目標３－２－
１
　生涯を通して、
心身ともに健康に
暮らしている

57
メタボリックシン
ドローム（内臓脂
肪症候群）の割合

14.4% 12.0% 15.30% 10.0%
順調ではな

い

メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症
候群）の割合が増え
ている。

・H27.3月「宮崎市保健事業実施
計画（データヘルス計画）」を
策定。
・H27.11月「宮崎市保健総合戦
略ビジョン」が作成され、これ
からの健康づくり施策のあるべ
き姿がまとめられた。
【メタボに着目した特定健診受
診率向上】
・旧市域の集団健診の地域を拡
大した（青島・木花・北・住
吉・中央西・檍・大淀地区）。
平成27年度は約1,100人が特定健
診を受診した。
・未受診者に対し、ハガキ通
知、電話勧奨（コールセンター
委託）、訪問を行った。
【重症化予防の対策】
・従来の特定保健指導に加え、
運動教室型の保健指導を新たに
開始した。
・特定健診受託医療機関と腎臓
病専門医が連携を取るための体
制を整え、「慢性腎臓病（CKD）
連携システム」をH26年度から運
用開始した。H27年度293人の利
用があった。
・疾病重症化予防のための基準
を定め、保健師等が1,166人に訪
問実施。

・特定健診の受診率が県内
で1番低く、市国保40～64歳
の約4割が健診も治療も受け
ていない。
・特定保健指導の実施率が
低い。
・宮崎県は慢性透析患者が
全国3位である。
・脳血管疾患、虚血性心疾
患の7割以上で高血圧症が基
礎にある。
・糖尿病有病者のうち、未
治療者の割合が40％と高い
(H26年度特定健診結果）。

【メタボに着目した特定健診
受診率向上のために】
・集団健診の定着と充実を図
る。
・関係部局や地域の組織力を
活用し、受診勧奨と意識の向
上を図る。
・特定健診受託医療機関との
連携を強化する。
【生活習慣病の重症化を予防
するために】
・特定保健指導の電話勧奨を
強化するとともに、運動教室
や民間委託等、内容を充実す
ることで利用者を増やす。
・糖尿病性腎症を含む慢性腎
臓病（ＣＫＤ）の重症化予防
に重点を置いた取り組みを、
関係課等と連携し推進する。

健康支援課
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

58
「医療体制・施設
の充実」の満足度
（市民意識調査）

38.9% 44.0% 45.40% 50.0% 順調

中間年度の目標値を
1.4ポイント上回って
おり、着実に医療体
制・施設の整備が進
んでいる。

・休日夜間に発症した救急患者
の医療を確保するため、各種救
急医療事業を実施した。
・分娩を取り扱う医療機関を将
来に亘って確保するため、産科
を開業するための新規事業につ
いて、28年度当初予算に反映し
た。

・救急医療を担う医療機関
の医師確保が困難になって
きているが、特に夜間急病
センターにおいては、開業
医の高齢化もあり、体制を
維持することが困難となっ
てきている。また、休日在
宅当番医制についても、医
師会が担っており、夜間急
病センターでの診療を行な
う開業医と重なっているこ
とから、医師の負担が大き
くなっている。
・本市では、この10年間、
新たな産科医の開業もない
ため、将来に亘って産む場
所の確保するための取り組
みを進めることが求められ
る。

・宮崎市郡医師会等の関係機
関と連携して、休日や夜間に
おける初期救急医療体制の確
保に努める。また、将来的に
はER型医療機関等、救急告示
病院の中でも中核となる医療
機関の整備を図る必要があ
る。
・産科医療機関の継承支援な
ど、分娩を取り扱う医師を
バックアップする体制の整備
等に取り組む。

保健医療課

59
病院・診療所の管
理運営基準適合率

86.2% 92.0% 84.0% 95.0%
順調ではな

い

・病院は毎年立入検
査を行っているが、
有床診療所は3年に1
回、診療所は5年に1
回の立入検査となっ
ているため毎年、対
象医療医療機関が異
なっている。

・医療機関に対し、立入検査に
よる監視及び指導を行うことに
より、市民が安心して医療機関
等を利用でき、同施設に対する
相談や苦情が減少する。

・病院は毎年、立入検査を
実施しているため、管理運
営基準適合率は高いが、有
床診療所、診療所の管理運
営基準適合率が病院と比べ
て低い。

・立入検査を継続して実施
し、安全・安心な医療が提供
できるように根拠法令等を示
しながら丁寧な監督指導を継
続していく。
・宮崎市郡医師会・宮崎市郡
歯科医師会との連携を図りな
がら、安全で安心な医療提供
ができるよう、医療提供施設
に対して適切な情報提供に努
め、有床診療所、診療所の管
理運営適合率の向上を図る。

保健医療課

60
ＭＲ（麻しん・風
しん）ワクチンの
定期予防接種率

95% 98% 96% 100%
順調ではな

い
目標値に届かなかっ
た。

インターネット・広報誌への啓
発記事の掲載、小学校・幼稚
園・保育園を通じたリーフレッ
トの配付、1歳、6歳時への個別
通知の送付

１～２歳を対象とした第１
期接種の接種率は高い（９
７．７％）が５～７歳未満
のいわゆる年長児を対象と
する第２期接種の接種率が
低い（９４．４％）

年長児に対する個別通知や保
育園・幼稚園等を通じた効果
的な啓発に努める

健康支援課

61
結核健診（巡回検
診）の受診者数
（65歳以上）

13,499人 18,000人 15,458人 20,000人
順調ではな

い

Ｈ23年度よりは受診
者数が増加したが、
目標値には届かな
かった。

地区巡回バス、フリー検診、国
保の特定健診との同時健診

受診者数が例年同等の結果
になっており、今まで受診
したことがない市民の取り
込みが求められる。

はがきによる個人通知などの
受診勧奨及び市民の利便性を
考えた会場選定など検診体制
を整える。

健康支援課

個別目標３－２－
４
　食育を通して豊
かな人間性を育
み、健全な食生活
が実践できる

62
朝食を食べる児童
（小学5年生）の割
合

98.20% 100% － 100% －

平成24年度まで「み
やざき小中学校学
力・意識調査」にお
ける結果を参照して
いたが、平成25年度
より同調査において
朝食に関する調査が
なくなったため、評
価ができない。
参考として平成27年
度体力運動能力調査
における朝食を毎日
食べる、食べない日
もある児童の割合は
97.8%である。

各学校において、学校保健委員
会や家庭教育学級の場におい
て、「早寝、早起き、朝ご飯、
朝うんち」をテーマに協議や講
話を行うなど、家庭を巻き込ん
だ取組を推進している。

周知と意識付けは十分進ん
でいると考えられるが、各
家庭において徹底すること
は困難である。

朝食摂取の徹底を目指し、さ
らなる家庭への啓発を各学校
にお願いする。

保健給食課

基本目標３
ともに支え
合い、安全
で、安心し
て暮らせる
まち

重点目標３－２
　健康に暮らせ
るまち

個別目標３－２－
２
　安心して医療を
受けることができ
る

個別目標３－２－
３
　健康危機管理体
制が確立され、安
心して暮らしてい
る
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
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H27年度
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63
学校給食における
宮崎県産食材の使
用割合

39.80% 44.50% － 45.00% － H28.10確定予定

・関係部局やJAと連携を図り、
年に数回市内産の青果物を多く
取り入れた「地場産物活用献
立」を実施し、ＪＡから一部食
材の一括納入を行っている。
・関係部局やJAから各学校及び
各給食センターに対し、定期的
に青果物に関する情報提供を
行っている。
・毎月１６日を「ひむか地産地
消の日」に設定し、積極的に地
場産物の納入を行っている。

・献立（食材）の決定の時
期が２～３ヶ月前と早く、
実際の調達時期に、その品
目が地元産で入手可能か、
またその出荷量や価格など
の把握が困難である。
・ＪＡから食材を一括購入
するなどの体制を確立させ
たいが、各学校への個別配
送体制が構築できないた
め、県学校給食会の協力を
得るなどしても年に数回し
か実施できない状況であ
る。

・地場産物を取り入れやすく
するため、献立の運用方法に
ついて見直しを図る。
・食材の納入方法について新
たなルートがないか検討を行
う。

保健給食課

64

食生活改善推進員
の実施する健康料
理教室などの参加
者数

1,423人 1,600人 1,177人 1,900人
順調ではな

い

出前料理教室の依頼
先が固定化し、また
参加人数も減少して
いる。

・各団体から依頼を受け、生活
習慣病予防料理教室を行った。
・食育活動として、親子クッキ
ング教室・健康づくり応援事
業・低栄養予防教室を行った。

・出前料理教室の依頼先が
固定化してきている。
・出前料理教室の依頼が減
り、また参加人数も減少し
てきている。

関係団体及び健康ふくしまつ
りや食育月間事業等のイベン
ト、健（検）診時の適塩みそ
汁試飲で、食生活改善推進員
のＰＲ及び出前料理教室の広
報を更に広める。

健康支援課

65

自主防災組織結成
率
（全自治会数に対
する）

76.4% 81.0% 83.6% 83.0% 順調

・７３９自治会中、
６１８自治会が自主
防災組織を結成し、
最終年度の目標値を
上回っている。

・各地域で行なわれる防災訓練
を取材し事例集を作成し配布し
た。
・１４の自主防災組織に対して
防災資機材の交付を行った。
（交付率　９７.７％）

・大規模な災害時において
は、地域の助け（共助）が
必要不可欠であり、自主防
災組織の結成率（未結成１
２１自治会）の更なる向上
や組織の活性化を図る必要
がある。
・交付した資機材を有効に
活用した、より実践的な訓
練の実施が必要である。

・地域防災コーディネーター
による地域住民へのきめ細や
かな指導など、更なる自主防
災組織の結成を促す。
・地域防災訓練や出前講座な
ど、小地域単位での訓練や研
修会なども支援し、組織の活
性化を図る。
・災害時に自主防災組織が中
心となり、地域を守る活動が
行えるよう実効性を高めてい
く。

危機管理
課、警防課

66
団員充足率
（消防団員条例定
数に対し）

95.0% 96.0% 95.5% 97.0% 順調

　目標値には達して
いないが、団員数は
増加の方向にあり、
ほぼ順調に推移して
いる。

　消防団員確保対策として、市
や地域行事において、消防団音
楽隊やラッパ隊、女性消防団員
によるPR活動を行った。
　また、大学生等の若年層の入
団促進のため「学生消防団活動
認証制度」の導入について検討
を行った。

　消防団は、地域防災の中
核を担う存在でありなが
ら、その活動が十分に理解
されておらず、活動回数の
多さや、土日・夜間の活動
の多さも敬遠される一因と
なっている。
　また、地域における被雇
用者の割合の増加や若年層
の消防団活動への理解不足
などによる団員減少が危惧
される。

　消防団に対する理解を向上
させることに重点を置いた各
種広報媒体による広報活動を
展開するとともに、消防団員
の活動しやすい環境を整備す
る。
　また、被用者の入団促進の
ための「消防団協力事業所表
示制度」や若年層の入団促進
のための「学生消防団活動認
証制度」の周知により団員確
保を図る。

消防・総務
課

67
応急手当受講者数
（累計）

82,194人 16万人 169,236名 20万人 順調
中間年度の目標値に
達成している。

・毎年受講者数の目標を2万人に
設定し、応急手当の普及啓発に
努めている。　　　　　　  ・
平成27年度は、救命講習会を598
回開催し、18,939人が受講し
た。

平成27年度に救急蘇生法の
指針が改正されたことを受
け、さらに市民に分かりや
すく、効果的な救命講習の
あり方について検討するこ
とが必要である。

これまでの救命講習や市民啓
発用として活用してきた講習
会テキスト、パンフレット等
の見直しを行い、より市民に
分かりやすく効果的な講習を
開催する。また、受講対象者
に応じ、講習内容の変更、講
習時間を短縮するなど柔軟に
対応できる体制の検討を行
う。

警防課

68
住宅用火災警報器
の世帯設置率

75% 86% 84.3% 90% 順調

・目標値に達してい
ないが、住宅用火災
警報器の設置率は
年々向上しており、
ほぼ順調に推移して
いる。

・住宅防火対策推進指導員によ
る戸別訪問や共同住宅への立入
検査を行っている。また、維持
管理に係るリーフレットを活用
した広報（自治会班回覧、各種
イベント時）を行っている。

・住宅用火災警報器の設置
率はこれまでの取り組みに
よりほぼ順調に伸びている
が、更なる周知徹底をして
いく必要がある。
・今後は電池切れや経年劣
化等により使用不能となる
恐れがあるため、適切な維
持管理について周知を図る
必要がある。

・関係機関と連携を図りなが
ら、更なるPRに努めるととも
に、共同住宅への立入検査の
頻度を上げる等、設置率の更
なる向上に努める。
・既に設置している世帯に対
して、機器不良による使用不
全から設置率の低下を招かな
いよう維持管理について、広
報活動を強化する。

予防課

基本目標３
ともに支え
合い、安全
で、安心し
て暮らせる
まち

重点目標３－２
　健康に暮らせ
るまち

個別目標３－２－
４
　食育を通して豊
かな人間性を育
み、健全な食生活
が実践できる

重点目標３－３
　災害に強いま
ち

個別目標３－３－
１
　防災意識が高
く、地域で防災活
動に取り組んでい
る

個別目標３－３－
２
　消防・救急体制
が充実している
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個別目標３－３－
２
　消防・救急体制
が充実している

69
防火対象物の消防
法令適合率

83% 93% 91.5% 95% 順調

・目標値に達してい
ないが、消防法令適
合率は年々向上して
おり、ほぼ順調に推
移している。

・消防法令に違反している防火
対象物をその違反内容に応じて
ランク別に管理し、是正指導を
行っている。
・改善が進まない対象物に対し
ては警告・命令による早期改修
を求めている。
・消防法改正を受け、新たに消
防用設備が必要となる事業所や
関係者を対象にした説明会を開
催し、法令適合に対する意識の
向上を図っている。

・消防法令適合率は順調に
向上しているが、増改築等
による現状変更で重大な消
防法令違反が発生してい
る。また、経年劣化や故障
等による軽微な一部違反が
発生している。

・増改築に起因する消防法令
違反対策に向けて関係機関と
ＰＲリーフレットを作成する
など連携強化を図る。また、
経年劣化や故障等による軽微
な違反については判明した時
点で、早期改修に向けて随時
指導を行う。
・重大な消防法令違反の対象
物については、公表する制度
が始まっており、徹底した指
導を行う。

予防課

70
耐震診断補助件数
（累計）

109戸 310戸 215戸 400戸
順調ではな

い

耐震診断補助制度の
周知不足及び住宅耐
震化への市民意識の
低下が考えられる。

市政出前講座等で耐震診断補助
制度の周知を図っている。

耐震診断補助制度の認知度
が低い

熊本地震の発生により住宅耐
震化への市民意識が高まって
いるため、市政出前講座での
事業の紹介に加え、市広報や
ホームページ等での周知活動
を積極的に行う。

建築指導課

71
宮崎市防災メール
登録者数

14,923人 30,000人 28,152人 35,000人
順調ではな

い

・様々な機会を捉え
て登録の加入促進を
行なっているが、ス
マホの普及により気
象等の情報の入手が
容易となり登録者数
が伸び悩んでいる。

メール登録拡大を図るため市内
で開催される各種イベント（み
なとまつり、消防・防災フェス
タ、福祉まつり等）や出前講座
をとおして、広く市民に防災
メール登録の呼びかけを行なっ
ている。（Ｈ２７年度　１，６
１５人登録）

・気象情報等の入手方法が
多様化しており、宮崎市防
災メールについての登録意
欲が薄らいでいる。そのた
め、防災メールの優位性・
利便性等をアピールする必
要がある。

・宮崎市防災メールでは、気
象・地震情報の配信のみなら
ず、災害時の避難情報や避難
所開設情報等、市民に身近な
情報を提供していることをア
ピールし登録者数を増やして
行く。また、熊本地震を教訓
に新たな情報の発信について
検討する。

危機管理課

72
「学校安全ボラン
ティア」の人数

17,703人 25,000人 17,132人 33,000人
順調ではな

い
ボランティアの人数
が減少している

ＰＴＡ、地域まちづくり推進委
員会、自治会、自治公民館、老
人クラブ、地区社会福祉協議会
等の協力を得ながら児童生徒の
登下校における見守り活動を
行っている。

ＰＴＡ会員の就労時間の増
加、老人クラブの高齢化等
により、ボランティア人数
が減少傾向にある。

学校を中心とした児童生徒の
安全確保に向けた取組につい
てＰＴＡ等への協力を呼びか
けるとともに、関係各課と連
携してボランティア人数の増
加を図る。

学校教育課

73
自主防犯組織の設
置数

114 125 133 130 順調
最終年度の目標値を
越える設置数である
ため。

宮崎地区地域安全協会と連携し
自主防犯組織の育成や指導を行
うことで設置数を増加。

少子・高齢化、人口減少の
進展に伴って自主防犯組織
活動や設置数の縮小化が懸
念される。

多くの世代をはじめ企業・団
体の参加を得ながら設置数を
広げていく。

生活安全課

74
消費生活講座等の
参加者数（累計）

13,791人 28,000人 28,534人 35,000人 順調
Ｈ27年度は落ち込ん
だものの、目標値は
達成している。

出前講座の実施
・H24：67回4,093人
・H25：81回4,324人
・H26：84回4,223人
・H27：57回2,103人

出前講座については、自治
会や老人クラブ、また学校
関係などの総会時や研修会
での利用が多く、社会情勢
などにより希望する講座も
年々変化し、年度により受
講者数に波がある状況であ
る。
そのため、講座の内容の充
実や、これまでの利用者に
限らず、より多くの市民に
出前講座の制度を知っても
らう必要がある。

県消費生活センターの啓発担
当と連携を行い、出前講座案
内文書を各種団体へ送付し、
市民への周知を図る。
また、社会状況等に併せ講座
内容の見直しを行っていく。
課内で連携し、可能であれば
他の講座との共同開催を目指
す。

生活安全課

75
食品衛生講習会の
参加者数

2,012人 2,200人 2,183人 2,300人 順調
概ね目標値に達して
いる

食品衛生について出前講座を開
催し、市民や食品営業関係者に
情報発信した

出前講座の開催は、食中毒
が多く発生する時期に偏っ
ている。

対象者のニーズを踏まえ、出
前講座の内容として、食中毒
のほか食品表示やHACCP等を加
え、市民や食品営業関係者に
向けて幅広く情報発信してい
く。

保健衛生課

重点目標３－３
　災害に強いま
ち

個別目標３－３－
３
　防災のための体
制や環境が整えら
れている

重点目標３－４
　生活の安全が
守られているま
ち

個別目標３－４－
１
　防犯意識や交通
安全意識が高く、
安心して暮らして
いる

個別目標３－４－
２
　日常生活の安
全・衛生が確保さ
れている

基本目標３
ともに支え
合い、安全
で、安心し
て暮らせる
まち
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76
認定農業者数
（うち農業法人）

1,503経営体
（92法人）

1,577経営体
（98法人）

1,377経営体
(82法人)

1,607経営体
（100法人）

順調ではな
い

人口減少や少子高齢
化が進行する中、農
業者についても、担
い手の高齢化や後継
者不足が進展し、認
定農業者は減少し
た。

　認定の有効期間(５年間)が満
了する農業者に対して、認定の
更新について通知したうえで、
更新の手続きを行う際には、職
員（嘱託含む）が農業経営改善
計画の作成支援を行っている。
　また、新たな支援事業の対象
を認定農業者とすることで、そ
の確保に取り組んでいる。

　認定農業者制度は、平成
５年に創設され、各種の支
援措置の対象を認定農業者
に集中することとされた。
　地域農業の中心的担い手
である認定農業者に対する
支援措置をさらに拡充し、
新規の認定農業者の確保及
び既認定農業者の確実な更
新手続きを促進する必要が
ある。

　認定農業者に対する支援措
置をさらに拡充することによ
り、新たな認定農業者の確保
を図る。
　また、既認定農業者に確実
な更新手続きを行わせること
で、認定農業者の維持に努め
る。
　さらに、地域の営農計画を
協議する座談会等の際に、制
度の概要や認定農業者に対す
る支援措置を周知する。

農政企画課

77 農業産出額 361億円 376億円 ー 376億円 －

市町村別農業算出額
試算（宮崎県）の平
成２６年度データに
ついては、平成２８
年秋頃に公表される
予定。

　農業産出額の増加を図るた
め、地産地消・地産外商の推進
や宮崎産農林水産物の販路拡
大・ブランド力向上並びに宮崎
産農産物等の輸出に取組んでい
る。
　また、地域特性を生かした野
菜・果樹・花きなどの施設園芸
や畜産業、干し大根などに代表
される露地野菜などの生産拡大
と産地強化を図るため、生産力
強化や省力化に資する施設及び
資機材の導入費用の助成に取組
んでいる。
（成果指標は、今後、県が公表
する市町村別農業産出額を基に
することとしているが、宮崎市
推計による宮崎市の農業産出額
は、平成27年度は395億円となっ
ており、基準年度対比で約1割増
となっている。）

　農業者の高齢化の進展、
後継者不足による農家数の
減少、生産資材価格の高止
まり、人口減少による消費
の減退など農業を取巻く状
況は厳しさを増す中、ＴＰ
Ｐ協定がもたらす影響につ
いても懸念されている。
　このような中、持続可能
な農業生産を支え、農業者
が将来にわたって、安心し
て営農に取組めるようにす
るため、短期的な対策のほ
か中長期的な視点での対策
が必要である。

　地域特性を生かした特色あ
る施設品目の生産拡大と産地
強化を引き続き図るために、
生産力強化や省力化に資する
施設及び資機材の導入費用の
助成に取組むほか、ＩＣＴを
活用した複合的に環境制御を
行えるシステム導入を支援
し、多収量栽培やコスト低減
技術の確立を図る。
　また、土地利用型農業の生
産振興については、露地野菜
の有望品目導入により、新た
な産地の育成と経営安定を
図っていく。
　さらに、地産地消、地産外
商の推進や宮崎産農林水産物
の販路拡大・ブランド力の向
上並びに宮崎産農産物等の輸
出に取組むほか、食育活動を
通して、野菜消費拡大の取組
を推進する。

農政企画課

78
6次産業化の取り組
み事例数

8件 22件 36件 25件 順調

中間年度である平成
27年度において36件
と、目標値である25
件をすでに達成して
おり、順調に取組数
を増やしている。

　過去に６次産業化に取組んだ
農業者等の状況を調査し、商品
デザインの見直し、販路拡大に
取組む事業者を支援した。
　みやPEC推進機構においては、
スイーツやレトルト食品の開発
を行ったほか、地産外商を推進
するためのプロモーション等を
行い、宮崎食材のＰＲを行っ
た。

　農林漁業者が自ら行う６
次産業化への取組は、ハー
ドルが高く、新規参入者が
頭打ちとなっている。
　宮崎食材を新規に継続的
に使ってもらうためには、
一過性のＰＲでなく、みや
ＰＥＣ推進機構や庁内関係
課との連携した様々なチャ
ンネルを使った地道なプロ
モーション、アフターフォ
ローが必要である。

　農林漁業者を直接支援する
のみならず、商工業者が行う
宮崎市産の農林水産物を活用
した商品開発等（備品購入、
機械導入を含む）への取組を
支援することにより、農林漁
業者の所得向上を図る。
　引き続き、みやPEC推進機構
の行う事業を支援し、宮崎の
食材のＰＲに努めていくとと
もに、情報発信の強化につい
ても庁内関係各課と連携を図
りながら取組んでいく。

農政企画課

基本目標４
活気があふ
れ、いきい
きと働ける
まち

重点目標４－１
　宮崎の特色を
生かした産業の
あるまち

個別目標４－１－
１
　魅力ある農林水
産物が安定的に生
産・供給されてい
る

15



A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

79
年間観光入り込み
客数

521万人 550万人 － 570万人 － Ｈ28.9　確定予定

・関西方面に加え、首都圏にお
ける教育旅行誘致活動を展開し
た。平成28年3月には県全体での
誘致強化を図るため「宮崎県教
育旅行誘致推進協議会」が設立
されたところであり、農家民泊
も含め、県内市町村と連携した
今後の取組を進める。
・東九州自動車道の北九州まで
の全線開通を踏まえ、大分市、
別府市、北九州市と連携した
「東九州サンライン」観光キャ
ンペーンとともに中国・四国地
方における観光プロモーション
も展開した。
・神話ゆかりの都市との交流を
深めるとともに「神々のパレー
ド」をはじめ、首都圏での神話
プロモーション活動などを展開
した。
・県や観光協会と連携し、韓
国、台湾、香港及びシンガポー
ルにおける観光プロモーション
やMICE誘致活動を展開した。平
成27年11月には県全体でのMICE
推進を行うため「みやざきMICE
推進協議会」が設立された。

・観光入込客、宿泊者数と
も減少している中で、滞在
型観光を推進する取組を更
に進める必要がある。
・H28年は神武天皇崩御2600
年という節目の年にあたる
ことから、橿原市や神話ゆ
かりの都市と連携し、神話
を観光素材とした取組を行
う必要がある。
・東九州道の開通を踏まえ
た観光プロモーションや広
域連携による教育旅行・
MICE誘致活動、インバウン
ドの強化を図りながら、観
光誘客を更に進める必要が
ある。

・「みやざきブランドの確立
による滞在型観光都市の実
現」を基本理念として策定し
た「第三次宮崎市観光振興計
画」に基づき、関係機関・団
体と連携し、より効果の高い
観光誘客戦略や受入体制の充
実を図るための施策を積極的
に展開していく。
・特に、28年度は神武天皇崩
御2600年関連の取組や東九州
自動車道の宮崎～北九州まで
の全線開通を踏まえた取組、
直行便のある台湾・韓国から
の外国人誘客を図るための旅
行商品の造成などに重点的に
取り組んでいくこととする。

観光戦略課

80
年間スポーツ合宿
宿泊者数

7.53万人 8.60万人 ー 9万人 － Ｈ28.9　確定予定

・プロスポーツキャンプや各種
スポーツ大会の誘致をすすめ、
26年度よりオリックス・バファ
ローズ春季キャンプの受入、ま
たトライアスロンワールドカッ
プ宮崎大会の28年度からの開催
が決定した。
・2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会開催を見
据え、県と連携し事前合宿誘致
活動を進めている。また、大会
を通じて選手等と住民等の交流
を図るホストタウンに登録され
た。

・観光誘客を目的としたス
ポーツキャンプの誘致は、
2019年のラグビーワールド
カップ及び2020年東京オリ
ンピック・パラリンピック
競技大会開催を見据え、地
域間の競争が激化してい
る。
・全国で唯一プロ野球３球
団がキャンプを実施するこ
ととなったが、キャンプ継
続のために、球団からハー
ド・ソフト面のさらなる支
援を要望されている。
・Jリーグチームは、使用可
能なグラウンドがあること
から、さらにキャンプ誘致
を進める必要がある。

・本市の特性を生かし、県内
競技団体や宿泊施設等とも連
携し、ＰＲ活動を進め各国代
表等合宿や大会誘致を図って
いく。
・プロ野球３球団キャンプの
継続に向けて、球団のニーズ
を把握し、可能な限り受入態
勢の強化を図っていく。
・Jリーグチームのキャンプ継
続とともに、本市の施設や受
入態勢をPRし、新たなキャン
プチームの誘致を図ってい
く。

スポーツラ
ンド推進室

重点目標４－２
　活力ある商工
業が育つまち

個別目標４－２－
１
　商業地に活気が
あり、にぎわって
いる

81
年間商品販売額
（小売＋卸売）

1兆3,945億円 1兆4,037億円 1兆3,076億円 1兆4,084億円
順調ではな

い

平成27年度の小売業
と卸売業の年間商品
販売額は、現状値
（平成23年度）と比
較すると減少となっ
ている。

商工会議所、商工会、商店街組
織などと連携し、にぎわいの創
出や活性化に取組んでいる。
特に平成27年度は、国の交付金
を活用した総額33億円分のプレ
ミアム商品券の発行や、道の駅
などでの地元特産品の販売促進
を行い、市内全域での消費拡大
を図った。

景気の低迷に加え、ネット
販売の影響などによる地方
消費の減少が課題となって
いる中、各種活性化策に加
え、平成２７年度はプレミ
アム商品券の発行などの消
費喚起を図ったものの、商
品販売額や小売吸引力のい
ずれも目標に達していな
い。
また、本年４月の熊本地震
による観光客の減により、
小売・卸売業も少なからず
影響を受けており、その影
響が長引くことが懸念され
ているほか、今後、消費税
増税も控える中で、いかに
地方消費の底上げを図るこ
とができるかが課題であ
る。

熊本地震対策としての観光客
誘客や市のクーポン券発行を
着実に商業振興につなげてい
くとともに、今後も、関係団
体と連携を図りながら、消費
の喚起及び地域経済の活性化
に取組んでいく。

商業労政課

基本目標４
活気があふ
れ、いきい
きと働ける
まち

重点目標４－１
　宮崎の特色を
生かした産業の
あるまち

個別目標４－１－
２
　より多くの観光
客が訪れる観光都
市になっている
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現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

個別目標４－２－
１
　商業地に活気が
あり、にぎわって
いる

82 小売吸引力 1.15 1.18 1.15 1.20
順調ではな

い

平成27年度の小売吸
引力は、現状地（平
成23年度）と比較す
ると横ばいになって
いる。

同上 同上 同上 商業労政課

83 製造品出荷額等
1,995億円
（H22年）

2,046億円
2,077億円
(H26年)

2,067億円 順調

製造業では国内回帰
の動きもあり、製造
品出荷額は伸びてい
る。

・製造業等に対する設備投資助
成制度を創設し、中核的事業所
の設備投資について助成した。
（H23～H25、H27）

・製造拠点から消費地まで
の距離が遠いという不利な
点があるため、価格競争力
をつける必要がある。

・設備投資助成により、企業
の生産効率を向上させるとと
もに、輸送コストに左右され
ない高付加価値品の生産や開
発を促す。

工業政策課

84 粗付加価値額
770億円
（H22年）

826億円
894億円
(H26年)

849億円 順調
高付加価値品の製造
について高い伸びを
見せている。

・製造業等に対する設備投資助
成制度を創設し、中核的事業所
の設備投資について助成した。
さらに、Ｈ２７年度は先進機械
設備の導入について、助成を増
額した。

・高付加価値品を生産する
ためには、最新の加工機械
や高度な加工スキルが必要
である。

・先進機械設備の導入や従業
員のスキルアップについて引
続き助成を行う。

工業政策課

個別目標４－２－
３
　流通・物流の機
能が充実している

85

幹線道路や港など
の流通基盤への満
足度
（市民意識調査）

37.3% 42.0% 37.0% 46.0%
順調ではな

い

H23年度現状値とほぼ
横ばいであり、満足
度が向上していな
い。

高速道路や主要地方道等の幹線
道路整備について、国・県への
要望を積極的に実施し、東九州
自動車道「北九州～宮崎」間の
開通や宮崎西環状線（松橋工
区）の開通が実現された。

これまで、主に本市の南北
連絡路整備が進められてき
たこともあり、成果指標に
示す「幹線道路や港などの
流通基盤への満足度」に繋
がりにくかった。

今後は、市道宮崎駅東通線等
の東西路線整備により、満足
度の向上を図る。

土木課

86
就業率
（15歳～64歳）

68.0％
（H22年国調）

69.5％
（H27年国調）

－ 70% －

平成27年度国勢調査
未確定のため記入が
できない（H29.4確定
予定）

教育機関と企業との意見交換の
場の設置、業界ニーズに即した
人材を育成する講座を実施し、
地元で活躍できる人材の育成を
図った。関係機関との共催によ
り企業就職面接会を開催し、地
元企業の人材確保を図った。
宮崎市の魅力ある仕事や暮らし
の情報を配信するスマートフォ
ンアプリの開発を行い、若者の
働く意識の啓発し、地元定着を
図った。
｢女性の就労支援事業｣を実施
し、出産や育児等で一旦離職を
した女性が安心して再就職でき
るよう支援した。

就職者の県内内定率が高卒
で約54％で全国最下位（H27
）、大卒では約48%となって
おり、若者が県外に流出し
ている。
また、3年以内離職率も高卒
が約48%、大卒が約40.7%で
あり、全国平均を下回って
いる。

引き続き、企業就職説明会を
開催し、地元の企業との接点
をつくり、スマートフォンア
プリで宮崎の魅力ある仕事や
暮らしの情報を配信し、働く
意識の啓発や地元就職の促進
に取り組んでいく。

商業労政課

87

青少年プラザ（旧
勤労青少年ホー
ム）の講座受講者
数

860人 880人 849人 900人
順調ではな

い

講座受講者数は中間
目標値を達成してい
ないものの、平成25
年からは着実に受講
者数が伸びている
（H25:731人→
H27:849人　16.1％
増）。一方で貸館の
利用者数は大幅に増
加している
（H25:47,775人→
H27:84,343人
43.4％増）

運営を指定管理者に委託し、勤
労青少年が、職業生活の充実や
教養の向上を図るための講座等
を実施した。

講座によって、受講希望者
数の差が大きい。

受講者等に対し、アンケート
等を取りながら、運営委員会
において講座の内容の見直し
を検討していくとともに、広
報活動にも力を入れていく。

商業労政課

88

ファミリー・サ
ポート・センター
みやざきの活動件
数

2,906件 3,100件 2,848件 3,300件 順調
ほぼ同程度の実績を
保っている。

・広報誌での広報と併せ、自治
会の班回覧を活用しての広報
や、小学校の低学年と高学年の
保護者宛にチラシを配布し、会
員の拡大に取り組んでいる。

・依頼会員と比較して、援
助会員の人数が少ない。

・地域の高齢者に援助会員に
なってもらい、援助活動に参
加してもらうため、通常実施
している講習会に加えて、地
域の元気な高齢者を対象にし
た育児援助講習会を開催す
る。

子育て支援
課

重点目標４－２
　活力ある商工
業が育つまち

個別目標４－２－
２
　技術力をもった
工業が盛んで、
様々な製品が製造
されている

重点目標４－３
　働きやすく働
きがいのあるま
ち

個別目標４－３－
１
　就労環境が整備
され、働きやすい
まちになっている

基本目標４
活気があふ
れ、いきい
きと働ける
まち
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

89 誘致企業数 194社 214社 257社 222社 順調
ＩＣＴ関連企業の新
規立地が進んだ。

・企業訪問をはじめとする誘致
セールスや立地後のフォロー
アップ、奨励制度の活用により
企業誘致を推進した。
・Ｈ２７年度の立地企業数は前
年度と同様２０社となった。

・ＩＣＴ関連企業のニーズ
を満たすような一定規模以
上のオフィスビルが少なく
なっている。
・製品の出荷や原材料の移
入など物流に若干の懸念の
声がある。

・中心市街地におけるＩＣＴ
関連企業の集積のために、オ
フィスビルの建設促進ととも
に、企業の動向を踏まえ、集
積を目指す区域を見直す必要
がある。
・航空機関連産業をはじめ成
長が見込まれる産業の企業誘
致や地場企業育成のため、奨
励制度の見直しの検討が必要
である。

工業政策課

90 新規雇用者数 1,955人 2,505人 4,096人 3,425人 順調

コールセンターをは
じめとする新規雇用
者数の多いＩＣＴ関
連企業の立地が進ん
だ。

・ＩＣＴ関連企業に共通する人
材確保等の課題への対応のた
め、宮崎市ＩＣＴ企業連絡協議
会（Miyazaki IT Plus）を立ち
上げた。
・新規雇用予定者数は、前年度
の実績を上回った。（５１４人
⇒　７７８人）

・有効求人倍率が１を超え
るなど、業種によっては人
材確保に苦慮している企業
もある。

・ＩＣＴ関連企業で働く人材
の確保を支援するため、人材
育成やＩＪＵ促進イベントな
どを行う。
・中核的企業の経営安定化を
図り、雇用の維持・拡大を促
進する。

工業政策課

（小学校）
国語　9%
算数　10%

（小学校）
国語　8%
算数　9%

（小学校）
国語　6%
算数　12%

（小学校）
国語　7%
算数　8%

2教科ともに、全国を
上回る良好な結果で
あった。算数につい
ては目標値に達して
いないが、全国平均
の20％を8％上回って
いる。

・小学校学力向上推進事業及び
複式授業の緩和推進事業におけ
る非常勤講師14名を、小学校11
校に配置し、きめ細かな指導体
制の充実を図った。
・ＣＲＴ検査等の結果を分析
し、各小学校に必要な情報を提
供するとともに、学校訪問等に
おいて指導助言を行った。

・評定１の段階の児童も含
めて、全ての子どもたち
が、わかる・できる授業に
するために、更なる授業改
善及び指導体制の充実が必
要である。

・学力向上･授業改善推進リー
ダーを対象にした研修会を行
う。
・小学校学力向上推進事業及
び複式授業の緩和推進事業に
おける非常勤講師を配置す
る。
・学校支援訪問における指
導・支援を充実させ、授業改
善を図る。

（中学校）
国語　5%
数学　20%
英語　14%

（中学校）
国語　4%
数学　19%
英語　13%

（中学校）
国語  14%
数学　19%
英語　12%

（中学校）
国語　3%
数学　18%
英語　12%

3教科全て全国を上回
る良好な結果であっ
た。国語については
目標値には達してい
ないが、全国平均の
19％を5％上回ってい
る。

・少人数教育推進事業における
非常勤講師25名を、全ての中学
校に配置し、きめ細かな指導体
制の充実を図った。
・ＣＲＴ検査等の結果を分析
し、各中学校に必要な情報を提
供するとともに、学校訪問等に
おいて指導助言を行った。

・評定１･２の生徒も含め
て、全ての子どもたちが、
わかる・できる授業にする
ために、更なる授業改善及
び指導体制の充実が必要で
ある。

・学力向上･授業改善推進リー
ダーを対象にした研修会を行
う。
・少人数教育推進事業におけ
る非常勤講師を配置する。
・学校支援訪問における指
導・支援を充実させ、授業改
善を図る。

92
全児童生徒数に対
する不登校児童生
徒数の割合

1.22% 1.09% － 0.97% －
調査報告は、１０月
予定。

・学校訪問等において、各学校
の「不登校対応マニュアル」の
見直しについて指導を行った。
・いじめや不登校等に関する相
談機関について周知を図った。
・「宮崎市いじめ防止リーダー
セミナー」を開催し、生徒指導
主事の資質の向上を図った。
・「宮崎市いじめ防止対策委員
会」を３回開催し、いじめ問題
に対する取組等について協議を
行った。

・不登校の要因が、複雑
化・多様化しており、不登
校児童生徒の学校復帰に向
けて、学校や家庭、関係機
関と連携した取組を進めて
いるものの、減少には至っ
ていない。
・各学校におけるいじめの
未然防止や早期発見、解決
に関する全職員の共通理解
や組織的な共同実践をさら
に推進する必要がある。

・学校支援訪問等で、「不登
校対応マニュアル」の具体的
な活用や見直し、関係機関と
の連携のあり方について指導
する。
・策定した「学校いじめ防止
基本方針」の活用を推進する
ために、「宮崎市いじめ防止
基本方針」の見直しについて
検討する。

学校教育課

93
スクールサポー
ターの派遣数

44人 47人 50人 50人 順調
計画的な派遣ができ
た。

・小中学校の通常の学級に在籍
し、発達障がい等のある児童生
徒に対して、学習及び生活面の
支援を行い、個別の支援を充実
させることにより、発達障がい
等のある児童生徒の困り感を緩
和することができた。
・発達障がい等のある児童生徒
自身や周囲の児童生徒の教育環
境の改善につなげることができ
た。

・発達障がい等のある児童
生徒が増加傾向にあるた
め、配置を希望する学校が
増えており、全ての希望に
対応することは難しい。
・スクールサポーターが兼
務で勤務している学校があ
るため、児童生徒に対する
継続した支援が難しい状況
がある。

・発達障がい等のある児童生
徒の困り感を緩和し、安心し
て学校生活を送るために、配
置数の拡充と児童生徒の状況
に応じた支援を行うことが必
要である。
・スクールサポーターを単独
校で配置できるよう、配置人
員の確保に努める。

学校教育課

基本目標４
活気があふ
れ、いきい
きと働ける
まち

重点目標４－３
　働きやすく働
きがいのあるま
ち

個別目標４－３－
２
　企業誘致によ
り、雇用の場が確
保されている

基本目標５
郷土を誇り
に思い、心
豊かな人が
育つまち

重点目標５－１
　未来を担う人
を育てるまち

個別目標５－１－
１
　充実した学校教
育を受けることが
できる

91

CRT検査で小学校
「評定１」の児
童、中学校「評定
１及び２」の生徒
の割合

順調 学校教育課
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

94

学習活動において
学校支援ボラン
ティアを活用した
小中学校数

52校 63校 73校 73校 順調

全ての小中学校で学
校支援ボランティア
の活用があり、目標
値を上回った。

・平成27年度は6小学校を指定校
として学校支援コーディネー
ターを配置し、地域と学校の連
携体制の構築を図った。その内
１校は自立したことから、平成
28年度は別の小学校を指定校と
した。

・学校毎に学校支援ボラン
ティアの数に差があるた
め、学校支援ボランティア
となりうる人材の発掘に取
り組む必要がある。

・学校支援コーディネーター
と連携し、学校支援ボラン
ティアとなる人材を確保して
いく。

生涯学習課

95

青少年指導委員に
よる街頭指導の対
象となった青少年
の延べ人員

976人 600人 267人 400人 順調

地道かつ継続的な街
頭指導活動の結果、
指導を行う件数が減
少している。

※以前は街頭指導時
に指導した青少年の
年間延べ人数を計上
していたが、現在で
は声をかけた上で一
定の指導を行った件
数としている。

・市内各中学校区の青少年育成
協議会から推薦された人々を教
育委員会が青少年指導委員とし
て委嘱し、各地域や繁華街など
を巡回し、街頭指導活動を実施
している。

・青少年指導委員の高齢化
が少しずつ進んでおり、新
たな委員を確保することに
苦慮しているとの声が地区
青少年育成協議会から寄せ
られている。

・青少年育成センター運営協
議会、青少年指導委員街頭指
導情報連絡協議会、青少年指
導委員正副班長会等で協議を
重ね、関係機関との連携を図
る。

生涯学習課

96
公立公民館施設の
利用者数

84万人 86万人 89.5万人 87万人 順調 目標値を達成している。

・1中学校区毎に1公民館の整備
方針に基づき、佐土原地区と広
瀬地区に交流センターを開設し
た。
・地域が利用しやすい公民館の
運営に努めた。

・生涯にわたる幅広い世代
の市民ニーズに対応した主
催講座の企画運営
・自主グループ活動の育成

・生涯にわたる幅広い世代の
市民ニーズに対応した主催講
座の企画運営を行い、生涯学
習、まちづくりの推進を図
る。

生涯学習
課、地域コ
ミュニティ
課

97
市立図書館等の貸
出冊数

99万冊 105万冊 108万冊 108万冊 順調

１人当たりの貸出冊
数を変更したこと等
により、順調に推移
している。

・公民館配本回収による利用者
増加及び利便性の向上
・市立図書館は平成24年度から
貸出冊数を1人5冊から10冊へ、
佐土原図書館は平成26年度から1
人7冊から10冊へ変更

・新規登録者拡大の取組み
・蔵書図書における貸出図
書の検証

・図書館の情報発信（利用対
象、利用時間、貸出・返却方
法、リクエストサービス及び
新刊紹介、障がい者サービス
支援充実、館内展示、各種行
事など）
・利用者満足度の向上

生涯学習課

個別目標５－２－
２
　いつでも、どこ
でも、いつまでも
スポーツに親しむ
ことができる

98
成人の週1回以上の
スポーツ実施率
（市民意識調査）

38.3% 45.5% 34.10% 50.0%
順調ではな

い

平成27年9月実施の市
民意識調査では目標
を下回る数値となっ
たものの、平成25年
10月にスポーツ推進
計画策定のために実
施した市民アンケー
トでは、同様の実施
率について46.4%と
なっている。平成27
年度は同調査を行っ
ていないため、正確
な比較はできない
が、平成25年実施の
市民アンケートのほ
うが母数が大きい調
査であることから、
一概にスポーツ実施
率が低下していると
は言えない。なお、
スポーツ推進計画の
中間年となる平成30
年度に同規模の調査
を実施予定。

・地区体育会やスポーツ推進委
員、総合型地域スポーツクラ
ブ、宮崎市体育協会等と連携し
ながら、地区対抗スポーツ大会
や市民体育大会、各種スポーツ
教室を開催し、地域住民のス
ポーツ推進を図った。

・20歳代から60歳代の年齢
層は仕事や家事に時間を割
かれるなどの理由により、
スポーツの実施が少ない傾
向にあることから、生活ス
タイルや年代に応じた運
動・スポーツの機会づくり
が必要。

・関係機関と連携しながら、
散歩やウォーキングなど気軽
にできる運動の啓発ととも
に、スポーツ教室等の情報の
周知に努める。

文化スポー
ツ課

基本目標５
郷土を誇り
に思い、心
豊かな人が
育つまち

重点目標５－１
　未来を担う人
を育てるまち

個別目標５－１－
２
　地域・家庭・学
校が連携協力した
教育ができている

重点目標５－２
　生きがいを
持って学び楽し
めるまち

個別目標５－２－
１
　生涯にわたって
学ぶことができる
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A B C D E F G H I J K L M N O

基本目標 重点目標 個別目標 NO 成果指標
現状値
H23年度

目標値
（中間年度）

H27年度

実績値
（中間年度）

H27年度

目標値
（最終年度）

H29年度

実績値の評
価

評価に対する説明 主な取組の内容及び成果 課題 課題を踏まえた方向性 担当課

99
市民が企画運営す
る文化イベントに
係る参加人数

21,774人 23,000人 22,729人 24,000人 順調

概ね目標値並みの参
加人数となってお
り、各市民団体等の
活動も活発であるこ
とから、引き続き支
援を続けることによ
り、さらに参加人数
が増えることが見込
まれる。

・宮崎市の文化芸術に関わる中
核組織である「宮崎市芸術文化
連盟」の運営費及び事業費を補
助し、活発な活動を援助すると
ともに、各文化イベントを主催
する団体に対しても事業費の補
助や事業に対する助言、協力を
行った。
・芸術文化連盟運営費・事業費
補助
・宮崎シティフィル運営費補助
・宮崎映画祭開催事業補助
・SoundAliveMiyazaki開催事業
補助

・文化振興基金を活用し、市民
が自ら企画・運営する事業（地
域文化活動）に対し補助金を交
付し、文化芸術団体の活動の機
会の充実を図った。（H27補助実
績：18団体　3,128千円）

・文化芸術活動を行う団体
（特に芸術文化連盟加盟団
体）の高齢化が進んでお
り、担い手の育成や次世代
への文化芸術の継承が課題
となっている。

・それぞれの事業は回を重
ね、市民に定着してきてい
るものの、参加者・入場者
数は横ばいになってきてい
る。さらに参加者・入場者
を増やすために、事業内容
や広報の方法について検討
する必要がある。

・より多くの「市民が自ら
企画する文化芸術活動」を
支援するため、現在の補助
の対象や条件について検討
する必要がある。

・担い手の育成や次世代への
文化芸術の継承を促すため、
子どもが主体となって行う文
化芸術活動の支援を強化す
る。
（平成２８年度から子ども文
化芸術活動支援事業を開始、
平成２９年度から宮崎市子ど
も美術展を開始予定）

・宮崎市ホームページや広報
誌を活用した広報を強化する
とともに、各団体によるその
他媒体を活用した広報につい
て、助言、協力を行ってい
く。

・事業内容について、各活動
団体が発案する新たな取組を
積極的に支援していく。

・地域文化活動補助事業につ
いて、懇話会における選考の
基準について検討を行う。

文化スポー
ツ課

100
民俗芸能伝承事業
実施団体数

50団体 56団体 52団体 60団体
順調ではな
い

高齢化など社会情勢
の変化で貴重な伝統
行事や伝統芸能が簡
素化されてしまった
り、場合によっては
失われてしまうとこ
ろも多い。
特に後継者不足など
により、活動を休止
している団体もある
ため、実績値が目標
値を下回っている。

・民俗芸能の登録団体に保存・
伝承に要する経費の一部の助成
や民俗芸能の発表の場の提供。
①「みやざき民俗芸能まつり」
の開催。
②民俗芸能団体の宮崎市民俗芸
能登録団体制度への登録。
③民俗芸能の登録団体に保存・
伝承に要する経費の一部を助
成。

・「みやざき民俗芸能まつ
り」は、概ね想定した入場
者数が得られているが、一
般来場者の割合を増やすこ
とも必要である。
・宮崎市民俗芸能登録団体
制度への登録団体はは63団
体であるが、今後、民俗芸
能の活動実績を増やすこと
が必要である。

・「みやざき民俗芸能まつ
り」の開催について、30回開
催（平成28年度）を目途に開
催のあり方を検討するため平
成27年度に芸能団体にアン
ケートを行ったところ、半数
以上の団体が現在のままでの
開催方式での継続を希望して
いることから、これまでの開
催方式を継続しながら誘客や
イベント内容に工夫を行うこ
とで検討している。
・地域に子どもや青少年を含
めて共同で取り組むものがあ
ることは、大きな人間関係作
り、人間教育の場ともなるの
で、引き続き民俗芸能の発掘･
紹介に努め、民俗芸能の伝
承、後継者の育成等の活動が
促進する。

文化財課

重点目標５－３
　思いやりのあ
るまち

個別目標５－３－
１
　お互いの人権が
尊重されている

101

講演会（推進大
会）等に参加した
中で人権意識の高
揚を感じた割合

89.10% 92% 100% 95% 順調 中間年度目標値超のため

・宮崎市人権啓発推進協議会研
修会、宮崎市人権・男女共同参
画フォーラム等の、意識向上を
目的とした啓発事業を毎年度実
施した。

平成27年度の実績値として
100%を達成したが、今後も
目標値を達成することが必
要。

引き続き、啓発事業を実施し
ていく。

総務法制課

基本目標５
郷土を誇り
に思い、心
豊かな人が
育つまち

重点目標５－２
　生きがいを
持って学び楽し
めるまち

個別目標５－２－
３
　歴史・文化が身
近に感じられ、次
世代に継承されて
いる
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102

「男女共同参画社
会の啓発や支援」
に満足している市
民の割合
（市民意識調査）

29.50% 40% 26.90% 50%
順調ではな
い

目標値より実績値が
下回っており、現状
値よりも低い状況と
なっている。男女共
同参画社会づくりの
ための意識啓発や相
談事業等の支援が市
民に浸透していな
い。

・市広報紙で男女共同参画週間
についての特集を行った。
・男女共同参画週間の期間にあ
わせて、ラジオ等での広報、啓
発を行った。
・人権・男女共同参画フォーラ
ムを開催し、市民が人権、男女
共同参画について考える機会を
提供した。
・学校や地域、事業者に対し、
男女共同参画講師派遣事業や男
女共同参画社会づくりをテーマ
とした市政出前講座などを活用
して講座等を開催した。
・男女共同参画サポートBOOKを
活用し研修等あらゆる場面を捉
え啓発を行った。
・男女共同参画相談において臨
床心理士によるこころの相談、
弁護士に法律相談を実施した。
・27年12月に市男女共同参画セ
ンターを開館し、これまで以上
に、性別に基づく固定的役割分
担意識の解消をはじめとした男
女共同参画に対する意識啓発や
情報発信に取り組むことができ
た。

・性別に基づく固定的役割
分担意識は、いまだに根強
く残っており、家庭や職
場、地域の中で生き辛さを
感じている人がいるため、
固定的性別役割分担意識の
解消が求められている。
・職場や地域における男女
共同参画を推進するうえで
も、ジェンダー・ギャッ
プ、ワーク・ライフ・バラ
ンス等に対する理解を深
め、女性のみならず男性自
身の意識の変化が必要であ
り、より効果的な意識啓発
が求められている。
・市男女共同参画センター
の効率的な運営や効果的な
意識啓発を図るため、県男
女共同参画センターとの事
業のすみわけが必要。

・男女共同参画センター指定
管理者と協議しながら、セン
ター利用者に加えて、併設さ
れている子育て支援センター
の利用者やファミリーサポー
トセンター会員を通じて、子
育て世代への意識啓発を重点
的に行う。併せて地域に出向
き、地域における男女共同参
画の推進に取り組んでいく。
・県男女共同参画センターと
定期的な協議を行い、連携し
ながら意識啓発事業に取り組
んでいく

地域コミュ
ニティ課

103

市が設置する審議
会・委員会等にお
ける女性委員の割
合

26.80% 37% 30.40% 40%
順調ではな

い

男性のみで構成され
ている審議会等の数
が微増となり、全体
として女性委員の構
成割合が目標に達し
ていない。

・審議会委員等への女性委員登
用について協力を依頼する通知
を、全庁各課へ定期的に発し
た。
・委員任期更新時にも、人事課
から女性委員の登用について説
明、依頼を行った。

・全庁的な女性委員登用に
ついての意識
・委員委嘱を承諾していた
だける女性委員候補の把握

・女性委員登用についての更
なる啓蒙活動を実施していく
ため、管理職研修等の活用な
ど、周知する機会を増やすた
めの検討を行う。
・委員任期更新時期を把握し
た上で、前もって女性委員登
用について人事課から各課へ
連絡を行うなど、早めの対応
を行う。

地域コミュ
ニティ課

個別目標５－３－
３
　市民による国際
交流が実践されて
いる

104

海外の姉妹（友
好）都市交流事業
における交流人数
（累計）

2,542人 2,600人 2,820人 2,640人 順調

市制90周年に関連し
た交流事業や民間団
体が実施する青少年
交流等により交流人
口の増となった。

市制90周年記念事業に関する交
流
青少年交流
行政関係者交流

社会情勢に影響を受けやす
く、安定的な交流が難し
い。
在住外国人や訪日観光客の
増加、国際線の新規就航な
ど環境が急速に変化してい
る。

市民による国際交流の実践へ
の協力・支援について検討し
ていく。

秘書課

基本目標５
郷土を誇り
に思い、心
豊かな人が
育つまち

重点目標５－３
　思いやりのあ
るまち

個別目標５－３－
２
　男女共同参画意
識が高まっている
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